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(57)【要約】
　本開示のある態様は、フラグメントを確認応答できる
短縮されたブロック確認応答（ブロックＡｃｋ）フレー
ムを使用するための方法および装置を提供する。そのよ
うな短縮されたブロックＡｃｋフレームは、ＩＥＥＥ８
０２．１１規格中の基本ブロックＡｃｋフレームより短
い長さ（すなわち、＜１２８オクテット）を有するビッ
トマップフィールドを含み得る。ワイヤレス通信のため
の１つの例となる方法は、一般に、複数のプロトコルデ
ータユニット（ＰＤＵ）（例えば、媒体アクセス制御（
ＭＡＣ）プロトコルデータユニット（ＭＰＤＵ））を受
信することと、ＰＤＵの各々が成功裏に受信されたかど
うか、およびＰＤＵの各々がフラグメント化されていな
いサービスデータユニット（ＳＤＵ）（例えば、ＭＡＣ
サービスデータユニット（ＭＳＤＵ））に関連付けられ
ているかまたはフラグメント化されたＳＤＵに関連付け
られているかを決定することと、決定に基づいて、フラ
グメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化さ
れたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィ
ールドを備える短縮されたブロックＡｃｋフレームを送
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合され、
　　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を受信することと、
　　前記ＰＤＵの各々が成功裏に受信されたかどうか、および前記ＰＤＵの各々がフラグ
メント化されていないサービスデータユニット（ＳＤＵ）に関連付けられているかまたは
フラグメント化されたＳＤＵに関連付けられているかを決定することと、
　　前記決定に基づいて、前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化
されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロ
ック確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームを送信のために出力することと、
　を行うように構成されたプロセッサと、
　を備える、装置。
【請求項２】
　前記複数のＰＤＵは、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルデータユニッ
ト（ＭＰＤＵ）を備え、前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化さ
れたＳＤＵは、フラグメント化されていないＭＡＣサービスデータユニット（ＭＳＤＵ）
およびフラグメント化されたＭＳＤＵを備える、請求項１の装置。
【請求項３】
　前記複数のＭＰＤＵは、アグリゲートされたＭＰＤＵ（Ａ－ＭＰＤＵ）を備える、請求
項２の装置。
【請求項４】
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、固定長を
有する、請求項１の装置。
【請求項５】
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドによって確認
応答されることができる前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化さ
れたＳＤＵの数は、可変である、請求項１の装置。
【請求項６】
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、可変長を
有する、請求項１の装置。
【請求項７】
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップ中の各ビットは、前記フ
ラグメント化されていないＳＤＵのうちの１つ、または、前記フラグメント化されたＳＤ
Ｕのうちの１つの最初のフラグメント、前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの１つの
全てのフラグメント、または前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの１つのための唯一
のフラグメントのうちの少なくとも１つ、についての前記受信状態を示す、請求項１の装
置。
【請求項８】
　前記プロセッサは、前記短縮されたブロックＡｃｋが送信のために出力される前に、基
本ブロックＡｃｋフレームよりも前記短縮されたブロックＡｃｋフレームを選択するよう
にさらに構成される、請求項１の装置。
【請求項９】
　前記プロセッサは、前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用さ
れる１つまたは複数のフラグメント化パラメータについて、前記複数のプロトコルデータ
ユニット（ＰＤＵ）の送信機とのネゴシエーションに参加するようにさらに構成される、
請求項１の装置。
【請求項１０】
　前記１つまたは複数のパラメータは、サポートされる併存するフラグメント化された送
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信の最大数、最小フラグメント長、またはＳＤＵのためのフラグメントが維持される期間
を示す受信タイマ値のうちの少なくとも１つを備える、請求項９の装置。
【請求項１１】
　前記１つまたは複数のパラメータは、フラグメント化がサポートされているかどうかの
インジケーションを備える、請求項９の装置。
【請求項１２】
　前記ネゴシエーションは、前記送信機との関連付けの間に実行される、請求項９の装置
。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合され、
　　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を送信のために出力することと、ここに
おいて、前記ＰＤＵの各々は、フラグメント化されていないサービスデータユニット（Ｓ
ＤＵ）またはフラグメント化されたＳＤＵに関連付けられている、
　前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵについての
受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロック確認応答（ブロック
Ａｃｋ）フレームを受信することと、
　前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵが成功裏に
受信されたかどうかを決定するために前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビ
ットマップフィールドを処理することと、
　を行うように構成されたプロセッサと、
　を備える、装置。
【請求項１４】
　前記複数のＰＤＵは、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルデータユニッ
ト（ＭＰＤＵ）を備え、前記フラグメント化されていないおよびフラグメント化されたＳ
ＤＵＳは、フラグメント化されていないＭＡＣサービスデータユニット（ＭＳＤＵ）およ
びフラグメント化されたＭＳＤＵを備える、請求項１３の装置。
【請求項１５】
　前記複数のＭＰＤＵは、アグリゲートされたＭＰＤＵ（Ａ－ＭＰＤＵ）を備える、請求
項１４の装置。
【請求項１６】
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、固定長を
有する、請求項１３の装置。
【請求項１７】
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドによって確認
応答されることができる前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化さ
れたＳＤＵの数は、可変である、請求項１６の装置。
【請求項１８】
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、可変長を
有する、請求項１３の装置。
【請求項１９】
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップ中の各ビットは、前記フ
ラグメント化されていないＳＤＵのうちの１つ、または、前記フラグメント化されたＳＤ
Ｕのうちの１つの最初のフラグメント、前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの１つの
全てのフラグメントについてまとめて、または前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの
１つのための唯一のフラグメントのうちの少なくとも１つについて、の前記受信状態を示
す、請求項１３の装置。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、
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　　前記ビットマップフィールドが処理された後にブロック確認応答要求を送信のために
出力することと、ここにおいて、前記ビットマップフィールドは、前記フラグメント化さ
れていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵのうちの少なくとも１つが成功裏に
受信されなかったことを示した、
　　前記ブロック確認応答要求に応答して、基本ブロックＡｃｋフレームを受信すること
と、ここにおいて、前記基本ブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは
、前記フラグメント化されていないＳＤＵの各々および前記フラグメント化されたＳＤＵ
の各フラグメントについての前記受信状態を示す、
　を行うようにさらに構成される、請求項１３の装置。
【請求項２１】
　前記プロセッサは、
　前記ビットマップフィールドが処理された後に、前記フラグメント化されたＳＤＵのう
ちの前記少なくとも１つのフラグメントを再送信のために出力することを行うようにさら
に構成され、前記ビットマップフィールドは、前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの
少なくとも１つが成功裏に受信されなかったことを示した、請求項１３の装置。
【請求項２２】
　前記プロセッサは、前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用さ
れる１つまたは複数のフラグメント化パラメータについて、前記複数のプロトコルデータ
ユニット（ＰＤＵ）のうちの少なくとも１つの意図された受信側とのネゴシエーションに
参加するようにさらに構成される、請求項１３の装置。
【請求項２３】
　前記１つまたは複数のパラメータは、サポートされる併存するフラグメント化された送
信の最大数、最小フラグメント長、またはＳＤＵのためのフラグメントが維持される期間
を示す受信タイマ値のうちの少なくとも１つを備える、請求項２２の装置。
【請求項２４】
　前記１つまたは複数のパラメータは、フラグメント化がサポートされているかどうかの
インジケーションを備える、請求項２２の装置。
【請求項２５】
　前記ネゴシエーションは、前記送信機との関連付けの間に実行される、請求項２２の装
置。
【請求項２６】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を受信することと、
　前記ＰＤＵの各々が成功裏に受信されたかどうか、および前記ＰＤＵの各々がフラグメ
ント化されていないサービスデータユニット（ＳＤＵ）に関連付けられているかまたはフ
ラグメント化されたＳＤＵに関連付けられているかどうかを決定することと、
　前記決定に基づいて、前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化さ
れたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロッ
ク確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームを送信のために出力することと、
　を備える、方法。
【請求項２７】
　前記複数のＰＤＵは、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルデータユニッ
ト（ＭＰＤＵ）を備え、前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化さ
れたＳＤＵは、フラグメント化されていないＭＡＣサービスデータユニット（ＭＳＤＵ）
およびフラグメント化されたＭＳＤＵを備える、請求項２６の方法。
【請求項２８】
　前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用される１つまたは複数
のフラグメント化パラメータについて、前記複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）
の送信機とのネゴシエーションに参加することをさらに備える、請求項２６の方法。
【請求項２９】
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　ワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を送信のために出力することと、ここにお
いて、前記ＰＤＵの各々は、フラグメント化されていないサービスデータユニット（ＳＤ
Ｕ）またはフラグメント化されたＳＤＵに関連付けられている、
　前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵについての
受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロック確認応答（ブロック
Ａｃｋ）フレームを受信することと、
　前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵが成功裏に
受信されたかどうかを決定するために前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビ
ットマップフィールドを処理することと、
　を備える、方法。
【請求項３０】
　前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用される１つまたは複数
のフラグメント化パラメータについて、前記複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）
のうちの少なくとも１つの意図された受信側とのネゴシエーションに参加することをさら
に備える、請求項２９の方法。
【発明の詳細な説明】
【米国特許法１１９条の下における優先権の主張】
【０００１】
　[0001]本特許出願は、２０１４年１２月２３日に出願された米国仮特許出願番号６２／
０９６，１６８（代理人整理番号１５１１５０ＵＳＬ）、２０１５年６月２２日に出願さ
れた米国仮特許出願番号６２／１８３，１７６（代理人整理番号１５１１５０ＵＳＬ０２
）、２０１５年７月８日に出願された米国仮特許出願番号６２／１９０，２３９（代理人
整理番号１５１１５０ＵＳＬ０３）、２０１５年８月５日に出願された米国仮特許出願番
号６２／２０１，５１６（代理人整理番号１５１１５０ＵＳＬ０４）、および米国特許出
願番号１４／９７８，０３９（代理人整理番号１５１１５０ＵＳ）の利益を主張する。こ
れらの出願の各々は、本願の譲受人に譲渡され、本明細書で参照することによって明確に
取り込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示のある態様は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、フラグメン
トを確認応答できる短縮されたブロック確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームを使用する
ことに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、映像、パケットデータ、メッセージ、ブ
ロードキャストなどのような様々な通信サービスを提供するために広く展開される。これ
らのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによっ
て、複数ユーザをサポートできる多元接続ネットワークであり得る。そのような多元接続
ネットワークの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（Ｔ
ＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤＭＡ（
ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネット
ワークを含む。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信システムに対して要求されるバンド幅要件を高める問題に対処す
るために、様々なスキームが開発されている。１度、そのようなスキームは、高いデータ
スループットを達成しながら、チャネルリソースを共有することによって複数のユーザ端
末が単一のアクセスポイントと通信することを可能にする。多入力多出力（ＭＩＭＯ）技
術は、通信システムのための良く知られる技法として出現した１つのそのようなアプロー
チを表わす。ＭＩＭＯ技術は、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１規格のような
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いくつかのワイヤレス通信規格に採用されてきた。ＩＥＥＥ８０２．１１は、短距離通信
（例えば、数十メートルから数百メートル）のためのＩＥＥＥ８０２．１１委員会によっ
て開発されたワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）エアーインターフェー
ス規格のセットを表わす。より高いスループットを達成するための別のスキームは、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１ａｘタスクフォースによって開発されているＨＥＷ（高効率ＷｉＦｉま
たは高効率ＷＬＡＮ）である。このスキームの目的は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃのスル
ープットの４倍のスループットを達成することである。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]本開示のシステム、方法、およびデバイスは各々、いくつかの態様を有し、その
単一のいずれもがその望ましい特質を単独で担わない。続く特許請求の範囲によって表さ
れるようなこの開示の範囲を限定することなく、いくつかの特徴が次に簡潔に詳述される
。この説明を熟考した後で、および特に「詳細な説明」と題される項を読んだ後で、本開
示の特徴がワイヤレスネットワーク中での改善された通信を含む利点をどのように提供す
るか理解するだろう。
【０００６】
　[0006]本開示のある態様は、一般に、フラグメントを確認応答できる短縮されたブロッ
ク確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームを使用することに関する。短縮されたブロックＡ
ｃｋフレームは、基本ブロックＡｃｋフレームより短い長さ（例えば、＜１２８オクテッ
ト）を有するビットマップフィールドを含み得る。
【０００７】
　[0007]本開示のある態様は、装置によるワイヤレス通信のための方法を提供する。方法
は、一般に、複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を受信することと、ＰＤＵの各
々が成功裏に受信されたかどうか、およびＰＤＵの各々がフラグメント化されていないサ
ービスデータユニット（ＳＤＵ）に関連付けられているかまたはフラグメント化されたＳ
ＤＵに関連付けられているかを決定することと、決定に基づいて、フラグメント化されて
いないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップ
フィールドを備える短縮されたブロックＡｃｋフレームを送信のために出力することと、
を含む。
【０００８】
　[0008]本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に
、複数のＰＤＵを受信することと、ＰＤＵの各々が成功裏に受信されたかどうか、および
ＰＤＵの各々がフラグメント化されていないＳＤＵに関連付けられているかまたはフラグ
メント化されたＳＤＵに関連付けられているかを決定することと、決定に基づいて、フラ
グメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵについての受信状態を
示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロックＡｃｋフレームを送信のために
出力することと、を行うように構成された処理システムを含む。
【０００９】
　[0009]本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に
、複数のＰＤＵを受信するための手段と、ＰＤＵの各々が成功裏に受信されたかどうか、
およびＰＤＵの各々がフラグメント化されていないＳＤＵに関連付けられているかまたは
フラグメント化されたＳＤＵに関連付けられているかを決定するための手段と、 決定に
基づいて、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵについ
ての受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロックＡｃｋフレーム
を送信のために出力するための手段と、を含む。
【００１０】
　[0010]本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体を
提供する。媒体は、複数のＰＤＵを受信することと、ＰＤＵの各々が成功裏に受信された
かどうか、およびＰＤＵの各々がフラグメント化されていないＳＤＵに関連付けられてい
るかまたはフラグメント化されたＳＤＵに関連付けられているかを決定することと、 決
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定に基づいて、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵに
ついての受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロックＡｃｋフレ
ームを送信のために出力することと、を行うように（例えば、コンピュータプロセッサの
ような装置によって）実行可能な記憶された命令を有する。
【００１１】
　[0011]本開示のある態様はワイヤレスノードを提供する。ワイヤレスノードは、一般に
、少なくとも１つのアンテナ、受信機、処理システム、および送信機を含む。受信機は、
一般に、少なくとも１つのアンテナを介して複数のＰＤＵを受信するように構成される。
処理システムは、一般に、ＰＤＵの各々が成功裏に受信されたかどうか、およびＰＤＵの
各々がフラグメント化されていないＤＵに関連付けられているかまたはフラグメント化さ
れたＳＤＵに関連付けられているかを決定するように構成される。送信機は、一般に、決
定に基づいて、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵに
ついての受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロックＡｃｋフレ
ームを送信するように構成される。
【００１２】
　[0012]本開示のある態様は、装置によるワイヤレス通信のための方法を提供する。方法
は、一般に、複数のＰＤＵを送信のために出力することと、ここにおいて、ＰＤＵの各々
は、フラグメント化されていないＳＤＵまたはフラグメント化されたＳＤＵに関連付けら
れており、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵについ
ての受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロックＡｃｋフレーム
を受信することと、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤ
Ｕが成功裏に受信されたかどうかを決定するために短縮されたブロックＡｃｋフレーム中
のビットマップフィールドを処理することと、を含む。
【００１３】
　[0013]本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に
、複数のＰＤＵを送信のために出力することと、ここにおいて、ＰＤＵの各々は、フラグ
メント化されていないＳＤＵまたはフラグメント化されたＳＤＵに関連付けられており、
フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵについての受信状
態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロックＡｃｋフレームを受信する
ことと、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵが成功裏
に受信されたかどうかを決定するために短縮されたブロックＡｃｋフレーム中のビットマ
ップフィールドを処理することと、を行うように構成された処理システムを含む。
【００１４】
　[0014]本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に
、複数のＰＤＵを送信のために出力するための手段と、ここにおいて、ＰＤＵの各々は、
フラグメント化されていないＳＤＵまたはフラグメント化されたＳＤＵに関連付けられて
おり、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵについての
受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロックＡｃｋフレームを受
信するための手段と、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳ
ＤＵが成功裏に受信されたかどうかを決定するために短縮されたブロックＡｃｋフレーム
中のビットマップフィールドを処理するための手段と、を含む。
【００１５】
　[0015]本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体を
提供する。媒体は、複数のＰＤＵを送信のために出力することと、ここにおいて、ＰＤＵ
の各々は、フラグメント化されていないＳＤＵまたはフラグメント化されたＳＤＵに関連
付けられており、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵ
についての受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロックＡｃｋフ
レームを受信することと、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化され
たＳＤＵが成功裏に受信されたかどうかを決定するために短縮されたブロックＡｃｋフレ
ーム中のビットマップフィールドを処理することと、を行うように（例えば、処理システ
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ムのような装置によって）実行可能な記憶された命令を有する。
【００１６】
　[0016]本開示のある態様はワイヤレスノードを提供する。ワイヤレスノードは、一般に
、少なくとも１つのアンテナ、受信機、処理システム、および送信機を含む。送信機は、
一般に、少なくとも１つのアンテナを介して複数のＰＤＵを送信するように構成されてお
り、ここにおいて、ＰＤＵの各々は、フラグメント化されていないＳＤＵまたはフラグメ
ント化されたＳＤＵに関連付けられている。受信機は、一般に、フラグメント化されてい
ないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフ
ィールドを備える短縮されたブロックＡｃｋフレームを受信するように構成される。処理
システムは、一般に、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳ
ＤＵが成功裏に受信されたかどうかを決定するために短縮されたブロックＡｃｋフレーム
中のビットマップフィールドを処理するように構成される。
【００１７】
　[0017]前述の目的および関連する目的の達成のために、１つまたは複数の態様は、以下
に完全に記述されるとともに特に特許請求の範囲で示される特徴を備える。以下の記述お
よび添付図面は、１つまたは複数の態様のある例示的な特徴を詳細に示す。しかしながら
、これらの特徴は、様々な態様の原理が採用され得る様々なやり方のほんのいくつかを示
し、この記述は、そのような態様およびそれらの等価物を全て含むことを意図される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】[0018]本開示のある態様に従った、例となるワイヤレス通信ネットワークを示す
。
【図２】[0019]本開示のある態様に従った、例となるアクセスポイント（ＡＰ）およびユ
ーザ端末のブロック図である。
【図３】[0020]本開示のある態様に従った、例となるワイヤレスデバイスのブロック図で
ある。
【図４】[0021]本開示のある態様に従った、アグリゲートされた媒体アクセス制御（ＭＡ
Ｃ）プロトコルデータユニット（Ａ－ＭＰＤＵ）中の１つまたは複数のフラグメントを確
認応答できる短縮されたブロック確認応答（ブロックＡｃｋまたはＢＡ）フレームを使用
することを示す。
【図５】[0022]本開示のある態様に従った、可変長ビットマップフィールドを有する短縮
されたブロックＡｃｋフレームを示す。
【図６】[0023]本開示のある態様に従った、一定長ビットマップフィールドを有する短縮
されたブロックＡｃｋフレームを示す。
【図７】[0024]本開示のある態様に従った、短縮されたブロックＡｃｋフレームを送信の
ために出力するための、例となる動作のフロー図である。
【図７Ａ】[0025]図７に示される動作を実行できる例となる手段を示す。
【図８】[0026]本開示のある態様に従って、フラグメント化されたサービスデータユニッ
ト（ＳＤＵ）およびフラグメント化されていないサービスデータユニットを確認応答する
ための短縮されたブロックＡｃｋフレームを使用するための、例となる動作のフロー図で
ある。
【図８Ａ】[0027]図８に示される動作を実行できる、例となる手段を示す。
【図９】[0028]本開示のある態様に従った、例となるブロックＡｃｋフレーム変形体符号
化の表である。
【図１０】[0029]本開示の態様に従った、フラグメント化を使用する、例となるやり取り
を示す。
【図１１】[0030]本開示のある態様に従った、例となる情報要素（ＩＥ）を示す。
【図１２】[0031]本開示の態様に従った、フラグメント化を使用する、例となるやり取り
を示す。
【図１３Ａ】[0032]本開示の態様に従った、フラグメント化を使用する、例となるやり取
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りを示す。
【図１３Ｂ】本開示の態様に従った、フラグメント化を使用する、例となるやり取りを示
す。
【図１４Ａ】[0033]本開示の態様に従った、フラグメント化を使用する、例となるやり取
りを示す。
【図１４Ｂ】本開示の態様に従った、フラグメント化を使用する、例となるやり取りを示
す。
【００１９】
　[0034]理解を容易にするために、同一の参照数字が、可能な場合、図に共通の同一の素
子を指すために使用される。一実施形態で開示される要素は、明確な記載が無くても他の
実施形態上で有益に利用され得ることが企図される。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　[0035]本開示の態様は、データユニットが、まとめてまたは別々に確認応答され得る複
数のフラグメントとして送信されることを可能にするための技法を提供する。下で詳述さ
れるように、そのようなフラグメント化は、アップリンクリソースおよびダウンリンクリ
ソースの効率的な使用に帰着し得る。いくつかの場合では、フラグメント化パラメータは
、フラグメント化された送信を処理するために発信デバイスおよび受信デバイスの両方に
よって使用されるメモリおよび処理リソースの量を減じることのような、ある目的を達成
するためにネゴシエートされ得る。
【００２１】
　[0036]本開示の様々な態様は、添付図面を参照してより完全に以下に記述される。しか
しながら、本開示は、様々な形態で具現化され得、また、本開示全体にわたって提示され
るいずれかの特定の構造または機能に限定されるものと解釈されるべきでない。むしろ、
これらの態様は、本開示が徹底的で完全なものとなり、本開示の範囲を当業者に十分に伝
えられるように与えられる。本明細書での教示に基づいて、当業者は、本開示の範囲が本
明細書で開示される開示のいかなる態様をも、本開示の他の態様と独立に実装されるにせ
よ、組み合せられるにせよ、カバーすることを意図されることを諒解されたい。例えば、
本明細書で記載される任意の数の態様を使用して、装置は実装され得、または方法は実施
され得る。加えて、本開示の範囲は、本明細書で記載される本開示の様々な態様に加えて
、またはそれらの態様以外に、他の構造、機能、または構造および機能を使用して実施さ
れるそのような装置または方法をカバーすることを意図される。本明細書で開示されるい
かなる態様も請求項の１つまたは複数の要素によって具現化され得ることを理解されたい
。
【００２２】
　[0037]用語「例示的」は、本明細書では、「例、事例、または実例としての役割を果た
す」という意味で使用される。「例示的」として本明細書で記述されるいずれの態様も、
必ずしも、他の態様よりも好ましいまたは有利であるとして解釈されるべきではない。
【００２３】
　[0038]特定の態様が本明細書で記述されるが、これらの態様の多くの変形および置換は
開示の範囲内に入る。好適な態様のいくつかの利益および利点が言及されるが、本開示の
範囲は、特定の利益、使用法、または目的に限定されることを意図されない。むしろ、本
開示の態様は、種々のワイヤレス技術、システム構成、ネットワーク、および伝送プロト
コルに広く適用可能であることが意図され、それらのうちのいくつかが、例として、好適
な態様の以下の記述および図に示される。詳細な記述および図面は、本開示を限定するも
のではなく説明するものに過ぎず、本開示の範囲は、添付の特許請求の範囲およびその均
等物によって定義される。
【００２４】
　[0039]本明細書で記述される技法は、直交多重化スキームに基づく通信システムを含む
様々なブロードバンドワイヤレス通信システムに使用され得る。そのような通信システム
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の例は、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム
、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数分割多元接
続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムを含む。ＳＤＭＡシステムは、複数のユーザ端末に属する
データを一斉に送信するために十分に相違する方向を利用し得る。ＴＤＭＡシステムは、
送信信号を相違するタイムスロットに分割することによって、複数のユーザ端末が同じ周
波数チャネルを共有することを可能にし得、各タイムスロットは異なるユーザ端末に割り
当てられる。ＯＦＤＭＡシステムは、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を利用し、これ
は、システムバンド幅全体を複数の直交サブキャリアに区分する変調技法である。これら
のサブキャリアはまた、トーン、ビンなどと呼ばれ得る。ＯＦＤＭにより、各サブキャリ
アはデータによって独立して変調され得る。ＳＣ－ＦＤＭＡシステムは、システムバンド
幅にわたって分散されたサブキャリア上で送信するためにインターリーブドＦＤＭＡ（Ｉ
ＦＤＭＡ：interleaved FDMA）を、隣接するサブキャリアのブロック上で送信するために
ローカライズドＦＤＭＡ（ＬＦＤＭＡ：localized FDMA）を、または隣接するサブキャリ
アの複数のブロック上で送信するためにエンハンストＦＤＭＡ（ＥＦＤＭＡ：enhanced F
DMA）を利用し得る。一般に、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤ
ＭＡでは時間領域で送られる。
【００２５】
　[0040]本明細書での教示は、様々なワイヤードまたはワイヤレス装置（たとえば、ノー
ド）に組み込まれ得る（例えば、装置内で実装されるか、または装置によって実行され得
る）。いくつかの態様では、本明細書での教示に従って実装されるワイヤレスノードは、
アクセスポイントまたはアクセス端末を備え得る。
【００２６】
　[0041]アクセスポイント（「ＡＰ」）は、ＮｏｄｅＢ、無線ネットワークコントローラ
（「ＲＮＣ」）、エボルブドＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）、基地局コントローラ（「ＢＳＣ」）
、基地送受信機局（「ＢＴＳ」）、基地局（「ＢＳ」）、送受信機機能（「ＴＦ」）、無
線ルータ、無線送受信機、基本サービスセット（「ＢＳＳ」）、拡張サービスセット（「
ＥＳＳ」）、無線基地局（「ＲＢＳ」）、または他の何らかの用語を備え得、あるいはそ
れらのいずれかとして実装され得、あるいはそれらのいずれかとして知られ得る。
【００２７】
　[0042]アクセス端末（「ＡＴ」）は、加入者局、加入者ユニット、移動局、遠隔局、遠
隔端末、ユーザ端末（ＵＴ）、ユーザエージェント、ユーザデバイス、ユーザ機器、ユー
ザ局、または他の何らかの用語を備え得、あるいはそれらのいずれかとして実装され得、
あるいはそれらのいずれかとして知られ得る。いくつかの実装形態では、アクセス端末は
、セルラ電話機、コードレス電話機、セッション開始プロトコル（「ＳＩＰ」）電話機、
ワイヤレスローカルループ（「ＷＬＬ」）局、携帯情報端末（「ＰＤＡ」）、ワイヤレス
接続機能を有するハンドヘルドデバイス、局、またはワイヤレスモデムに接続された他の
何らかの適切な処理デバイスを備え得る。したがって、本明細書で教示される１つまたは
複数の態様は、電話機（例えば、セルラ電話機またはスマートフォン）、コンピュータ（
例えば、ラップトップ）、タブレット、ポータブル通信デバイス、ポータブルコンピュー
ティングデバイス（例えば、携帯情報端末）、エンターテインメントデバイス（例えば、
音楽またはビデオデバイス、あるいは衛星ラジオ）、全地球測位システム（ＧＰＳ）デバ
イス、あるいはワイヤレス媒体またはワイヤード媒体を介して通信するように構成された
任意の他の適切なデバイスに組み込まれ得る。いくつかの態様では、ＡＴはワイヤレスノ
ードであり得る。そのようなワイヤレスノードは、例えば、ワイヤード通信リンクまたは
ワイヤレス通信リンクを介してネットワーク（例えば、インターネットまたはセルラネッ
トワークのようなワイドエリアネットワーク）のための接続またはそのようなネットワー
クへの接続を提供し得る。
【００２８】
　例となるワイヤレス通信システム
　[0043]図１は、本開示の態様が実行され得るワイヤレス通信システム１００を示す。例
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えば、ユーザ端末１２０（または、その中の処理システム）は、複数のプロトコルデータ
ユニット（ＰＤＵ）を受信し、ＰＤＵの各々が（例えば、アクセスポイント１１０から）
成功裏に受信されたかどうか、およびＰＤＵの各々がフラグメント化されていないサービ
スデータユニット（ＳＤＵ）に関連付けられているかまたはフラグメント化されたＳＤＵ
に関連付けられているかを決定し、決定に基づいて、フラグメント化されていないＳＤＵ
およびフラグメント化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィールドを
備える短縮されたブロック確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームを送信のために出力し得
る。
【００２９】
　[0044]システム１００は、例えば、アクセスポイントおよびユーザ端末を有する多元接
続多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムであり得る。簡略化のために、図１にはただ１つの
アクセスポイント１１０が示される。アクセスポイントは、一般に、ユーザ端末と通信す
る固定局であり、また、基地局または他の何らかの専門用語として称され得る。ユーザ端
末は、固定型でもよいしモバイル型であってもよく、移動局、ワイヤレスデバイス、また
は他の何らかの専門用語としても称され得る。アクセスポイント１１０は、ダウンリンク
およびアップリンク上で任意の所与の瞬間において１つまたは複数のユーザ端末１２０と
通信し得る。ダウンリンク（すなわち、順方向リンク）はアクセスポイントからユーザ端
末への通信リンクであり、アップリンク（すなわち、逆方向リンク）はユーザ端末からア
クセスポイントへの通信リンクである。ユーザ端末はまた、別のユーザ端末とピアツーピ
アで通信し得る。
【００３０】
　[0045]システムコントローラ１３０は、これらのＡＰおよび／または他のシステムのた
めの調整および制御を提供し得る。ＡＰは、システムコントローラ１３０によって管理さ
れ得、システムコントローラ１３０は、例えば、無線周波数電力、チャネル、認証、およ
びセキュリティに対する調整を処理し得る。システムコントローラ１３０は、バックホー
ルを介してＡＰと通信し得る。ＡＰはまた、例えばワイヤレスバックホールまたはワイヤ
ーラインバックホールを介して直接または間接的に互いに通信し得る。
【００３１】
　[0046]以下の開示の一部が空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を介して通信することが可能
なユーザ端末１２０を記述する一方、ある態様については、ユーザ端末１２０はＳＤＭＡ
をサポートしないいくつかのユーザ端末も含み得る。したがって、そのような態様につい
ては、ＡＰ１１０はＳＤＭＡユーザ端末および非ＳＤＭＡユーザ端末の両方と通信するよ
うに構成され得る。このアプローチは、都合の良いことに、適切と考えられる場合により
新しいＳＤＭＡユーザ端末が導入されることを可能にしながら、より古いバージョンのユ
ーザ端末（「レガシー」局）が企業に展開されたままであることを可能にして、それらの
有効寿命を延長する。
【００３２】
　[0047]システム１００は、ダウンリンクおよびアップリンク上でのデータ送信のために
複数の送信アンテナおよび複数の受信アンテナを使用する。アクセスポイント１１０はＮ

ａｐ個のアンテナを装備し、ダウンリンク送信のための多入力（ＭＩ）およびアップリン
ク送信のための多出力（ＭＯ）を表現する。Ｋ個の選択されたユーザ端末１２０のセット
は、共同で、ダウンリンク送信のための多出力およびアップリンク送信のための多入力を
表現する。純粋なＳＤＭＡについては、Ｋ個のユーザ端末のためのデータシンボルストリ
ームが、符号、周波数、または時間であるいは何らかの手段で多重化されない場合、Ｎａ

ｐ≧Ｋ≧１であることが望ましい。データシンボルストリームが、ＴＤＭＡ技法、ＣＤＭ
Ａによる相違する符号チャネル、ＯＦＤＭによるサブバンドの独立セット（disjoint set
s）などを使用して多重化されることが可能な場合、ＫはＮａｐ超であり得る。各選択さ
れたユーザ端末は、アクセスポイントにユーザ固有のデータを送信し、および／またはア
クセスポイントからユーザ固有のデータを受信する。概して、各選択されたユーザ端末は
、１つまたは複数のアンテナを装備し得る（すなわち、Ｎｕｔ≧１）。Ｋ個の選択された



(12) JP 2018-506881 A 2018.3.8

10

20

30

40

50

ユーザ端末は、同数のまたは相違する数のアンテナを有する可能性がある。
【００３３】
　[0048]システム１００は、時分割複信（ＴＤＤ）システムまたは周波数分割複信（ＦＤ
Ｄ）システムであり得る。ＴＤＤシステムの場合、ダウンリンクおよびアップリンクは、
同じ周波数バンドを共有する。ＦＤＤシステムの場合、ダウンリンクおよびアップリンク
は、相違する周波数バンドを使用する。システム１００はまた、送信のために単一のキャ
リアまたは複数のキャリアを使用し得る。各ユーザ端末は、（例えば、コストを抑えるた
めに）単一のアンテナを装備し得、または（例えば、追加のコストがサポートされること
が可能な場合）複数のアンテナを装備し得る。複数のユーザ端末１２０が送信／受信を相
違するタイムスロットに分割することによって同じ周波数チャネルを共有する場合、シス
テム１００はＴＤＭＡシステムでもあり得る。ここで、各タイムスロットは異なるユーザ
端末１２０に割り当てられる。
【００３４】
　[0049]図２は、本開示の態様が実行され得るシステム１００のブロック図を示す。例え
ば、アクセスポイント１１０（または、その中の処理システム）は、複数のＰＤＵを送信
のために出力し得、ここで、ＰＤＵの各々はフラグメント化されていないＳＤＵまたはフ
ラグメント化されたＳＤＵと関連付けられており、フラグメント化されていないＳＤＵお
よびフラグメント化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィールド（例
えば、ブロックＡｃｋビットマップフィールド）を備える短縮されたブロックＡｃｋフレ
ームを受信し得、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵ
が成功裏に受信されたかどうかを決定するために短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の
ビットマップフィールドを処理し得る。
【００３５】
　[0050]システム１００は、例えばアクセスポイント１１０および２つのユーザ端末１２
０ｍおよび１２０ｘを有するＭＩＭＯシステムであり得る。アクセスポイント１１０は、
Ｎａｐ個のアンテナ２２４ａ乃至２２４ａｐを装備する。ユーザ端末１２０ｍは、Ｎｕｔ

，ｍ個のアンテナ２５２ｍａ乃至２５２ｍｕを装備し、ユーザ端末１２０ｘは、Ｎｕｔ，

ｘ個のアンテナ２５２ｘａ乃至２５２ｘｕを装備する。アクセスポイント１１０は、ダウ
ンリンクについての送信エンティティーであり、アップリンクについての受信エンティテ
ィーである。各ユーザ端末１２０は、アップリンクについての送信エンティティーであり
、ダウンリンクについての受信エンティティーである。本明細書で使用される場合、「送
信エンティティー」は、ワイヤレスチャネルを介してデータを送信できる独立動作型の装
置またはデバイス（例えば、ＡＰまたはＳＴＡ）であり、「受信エンティティー」は、ワ
イヤレスチャネルを介してデータを受信できる独立動作型の装置またはデバイス（例えば
、ＡＰまたはＳＴＡ）である。以下の記述では、下付き文字「ｄｎ」はダウンリンクを表
わし、下付き文字「ｕｐ」はアップリンクを表わし、Ｎｕｐ個のユーザ端末がアップリン
ク上での一斉送信のために選択され、Ｎｄｎ個のユーザ端末がダウンリンク上での一斉送
信のために選択され、ＮｕｐはＮｄｎと等しくても等しくなくてもよく、ＮｕｐおよびＮ

ｄｎは静的な値であってもよいし、各スケジューリング間隔について変化することができ
る。ビームステアリングまたは他の何らかの空間処理技法が、アクセスポイントおよびユ
ーザ端末において使用され得る。
【００３６】
　[0051]アップリンク上では、アップリンク送信のために選択された各ユーザ端末１２０
において、送信（ＴＸ）データプロセッサ２８８がデータソース２８６からトラフィック
データを受信し、コントローラ２８０から制御データを受信する。コントローラ２８０は
、メモリ２８２と結合され得る。ＴＸデータプロセッサ２８８は、ユーザ端末のために選
択されたレートに関連付けられるコーディングおよび変調スキームに基づいてユーザ端末
のためのトラフィックデータを処理（例えば、符号化、インターリーブ、および変調）し
、データシンボルストリームを提供する。ＴＸ空間プロセッサ２９０は、データシンボル
ストリームに対して空間処理を実行し、Ｎｕｔ，ｍ個のアンテナのためのＮｕｔ，ｍ個の



(13) JP 2018-506881 A 2018.3.8

10

20

30

40

50

送信シンボルストリームを提供する。各送信機ユニット（ＴＭＴＲ）２５４は、アップリ
ンク信号を生成するために、それぞれの送信シンボルストリームを受信および処理（例え
ば、アナログに変換、増幅、フィルタ、および周波数アップコンバート）する。Ｎｕｔ，

ｍ個の送信機ユニット２５４は、Ｎｕｔ，ｍ個のアンテナ２５２からアクセスポイントへ
の送信のためのＮｕｔ，ｍ個のアップリンク信号を提供する。
【００３７】
　[0052]Ｎｕｐ個のユーザ端末は、アップリンク上での一斉送信に向けてスケジュールさ
れ得る。これらのユーザ端末の各々は、そのデータシンボルストリームに対して空間処理
を実行し、アップリンク上でその送信シンボルストリームのセットをアクセスポイントに
送信する。
【００３８】
　[0053]アクセスポイント１１０において、Ｎａｐ個のアンテナ２２４ａ乃至２２４ａｐ
は、アップリンク上で送信するＮａｐ個のユーザ端末全てからアップリンク信号を受信す
る。各アンテナ２２４は、受信された信号をそれぞれの受信機ユニット（ＲＣＶＲ）２２
２へ提供する。各受信機ユニット２２２は、送信機ユニット２５４によって実行された処
理と相補の処理を実行し、受信されたシンボルストリームを提供する。ＲＸ空間プロセッ
サ２４０は、Ｎａｐ個の受信機ユニット２２２からのＮａｐ個の受信されたシンボルスト
リームに対して受信機空間処理を実行し、Ｎｕｐ個の復元されたアップリンクデータシン
ボルストリームを提供する。受信機空間処理は、チャネル相関行列反転（ＣＣＭＩ：chan
nel correlation matrix inversion）、最小平均２乗偏差（ＭＭＳＥ：minimum mean squ
are error）、ソフト干渉消去（ＳＩＣ：soft interference cancellation）、または他
の何らかの技法に従って実行される。各復元されたアップリンクデータシンボルストリー
ムは、それぞれのユーザ端末によって送信されたデータシンボルストリームの推定値であ
る。ＲＸデータプロセッサ２４２は、復号されたデータを得るために、各復元されたアッ
プリンクデータシンボルストリームをそのストリームのために使用されたレートに従って
処理（例えば、復調、デインタリーブ、および復号）する。各ユーザ端末のための復号さ
れたデータは、記憶のためにデータシンク２４４へ提供され得、および／またはさらなる
処理のためにコントローラ２３０へ提供され得る。コントローラ２３０は、メモリ２３２
と結合され得る。
【００３９】
　[0054]ダウンリンク上では、アクセスポイント１１０において、ＴＸデータプロセッサ
２１０が、ダウンリンク送信に向けてスケジュールされたＮｄｎ個のユーザ端末のための
データソース２０８からトラフィックデータを、コントローラ２３０から制御データを、
および場合によってはスケジューラ２３４から他のデータを受信する。様々なタイプのデ
ータが相違するトランスポートチャネル上で送られ得る。ＴＸデータプロセッサ２１０は
、各ユーザ端末についてのトラフィックデータをそのユーザ端末のために選択されたレー
トに基づいて処理（例えば、符号化、インターリーブ、および変調）する。ＴＸデータプ
ロセッサ２１０は、Ｎｄｎ個のユーザ端末のためのＮｄｎ個のダウンリンクデータシンボ
ルストリームを提供する。ＴＸ空間プロセッサ２２０は、Ｎｄｎ個のダウンリンクデータ
シンボルストリームに対して（本開示で記述されるように、プリコーディングまたはビー
ムフォーミングのような）空間処理を実行し、Ｎａｐ個のアンテナのためのＮａｐ個の送
信シンボルストリームを提供する。各送信機ユニット２２２は、ダウンリンク信号を生成
するために、それぞれの送信シンボルストリームを受信および処理する。Ｎａｐ個のアン
テナ２２４からユーザ端末への送信のためにＮａｐ個のダウンリンク信号を提供するＮａ

ｐ個の送信機ユニット２２２。各ユーザ端末のための復号されたデータは、記憶のために
データシンク２７２へ提供され得、および／またはさらなる処理のためにコントローラ２
８０へ提供され得る。
【００４０】
　[0055]各ユーザ端末１２０において、Ｎｕｔ，ｍ個のアンテナ２５２は、アクセスポイ
ント１１０からＮａｐ個のダウンリンク信号を受信する。各受信機ユニット２５４は、関
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連するアンテナ２５２からの受信された信号を処理し、受信されたシンボルストリームを
提供する。ＲＸ空間プロセッサ２６０は、Ｎｕｔ，ｍ個の受信機ユニット２５４からのＮ

ｕｔ，ｍ個の受信されたシンボルストリームに対して受信機空間処理を実行し、ユーザ端
末のための復元されたダウンリンクデータシンボルストリームを提供する。受信機空間処
理は、ＣＣＭＩ、ＭＭＳＥ、または他の何らかの技法に従って実行される。ＲＸデータプ
ロセッサ２７０は、ユーザ端末のための復号されたデータを得るために、復元されたダウ
ンリンクデータシンボルストリームを処理（例えば、復調、デインタリーブ、および復号
）する。
【００４１】
　[0056]各ユーザ端末１２０において、チャネル推定器２７８は、ダウンリンクチャネル
応答を推定し、チャネル利得推定値、ＳＮＲ推定値、ノイズ分散などを含み得るダウンリ
ンクチャネル推定値を提供する。同様に、アクセスポイント１１０において、チャネル推
定器２２８は、アップリンクチャネル応答を推定し、アップリンクチャネル推定値を提供
する。各ユーザ端末のためのコントローラ２８０は、典型的には、ユーザ端末のための空
間フィルタ行列を、そのユーザ端末のためのダウンリンクチャネル応答行列Ｈｄｎ，ｍに
基づいて導出する。コントローラ２３０は、実効アップリンクチャネル応答行列Ｈｕｐ，

ｅｆｆに基づいて、アクセスポイントについての空間フィルタ行列を導出する。各ユーザ
端末のためのコントローラ２８０は、アクセスポイントへフィードバック情報（例えば、
ダウンリンク固有ベクトルおよび／またはアップリンク固有ベクトル、固有値、ＳＮＲ推
定値など）を送り得る。コントローラ２３０および２８０はまた、それぞれ、アクセスポ
イント１１０およびユーザ端末１２０での様々な処理ユニットの動作を制御する。
【００４２】
　[0057]図３は、システム１００内で用いられ得るワイヤレスデバイス３０２中で利用さ
れ得る様々なコンポーネントを示す。ワイヤレスデバイス３０２は、本明細書で記述され
る様々な方法を実施するように構成され得るデバイスの例である。例えば、ワイヤレスデ
バイスは図７および図８にそれぞれ示される動作７００または８００を実行し得る。ワイ
ヤレスデバイス３０２は、アクセスポイント１１０またはユーザ端末１２０であり得る。
【００４３】
　[0058]ワイヤレスデバイス３０２は、ワイヤレスデバイス３０２の動作を制御するプロ
セッサ３０４を含み得る。プロセッサ３０４は、中央処理装置（ＣＰＵ）とも称され得る
。読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）およびランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）の両方を含み
得るメモリ３０６は、プロセッサ３０４に命令およびデータを提供する。メモリ３０６の
一部は不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）も含み得る。プロセッサ３０４は
、典型的には、メモリ３０６内に記憶されるプログラム命令に基づいて論理演算および算
術演算を実行する。メモリ３０６中の命令は、本明細書で記述される方法を実施するよう
に実行可能であり得る。
【００４４】
　[0059]ワイヤレスデバイス３０２はまた、ワイヤレスデバイス３０２と遠隔ノードとの
間のデータの送受信を可能にするための送信機３１０および受信機３１２を含み得る筐体
３０８を含み得る。送信機３１０および受信機３１２は、送受信機３１４へと組み合わせ
られ得る。単一または複数の送信機アンテナ３１６は、筐体３０８に取り付けられ得、ま
た送受信機３１４に電気的に結合され得る。ワイヤレスデバイス３０２はまた、複数の送
信機、複数の受信機、および複数の送受信機を含み得る（図示せず）。
【００４５】
　[0060]ワイヤレスデバイス３０２はまた、送受信機３１４によって受信される信号のレ
ベルを検出および量子化する目的で使用され得る信号検出器３１８を含み得る。信号検出
器３１８は、総エネルギー、シンボルごとのサブキャリア当たりのエネルギー、電力スペ
クトル密度、および他の信号のような信号を検出し得る。ワイヤレスデバイス３０２はま
た、信号の処理において使用されるデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）３２０を含み得る
。
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【００４６】
　[0061]ワイヤレスデバイス３０２の様々なコンポーネントは、バスシステム３２２によ
って相互に結合され得、バスシステム３２２は、データバスに加えて、電力バス、制御信
号バス、およびステータス信号バスを含み得る。
【００４７】
　例となる短縮されたブロック確認応答
　[0062]上で記されるように、本開示の態様は、フラグメント化を使用してデータユニッ
トを送るための技法を提供する。これは、アップリンクリソースおよびダウンリンクリソ
ースの効率的な使用に帰着し得る。本明細書で使用される場合、用語フラグメント化は、
一般に、ＭＡＣサービスデータユニット（ＭＳＤＵ）またはＭＡＣ管理プロトコルデータ
ユニット（ＭＭＰＤＵ）のようなデータユニットを送信のためのより小さなデータユニッ
ト（例えば、ＭＰＤＵ）へ分割する処理を指す。
【００４８】
　[0063]いくつかの場合では、フラグメント長は、最後のものを除いて全フラグメントに
ついて同じであり得、最後のものは単に残った部分を収容するように他のものより小さく
あり得る。加えて、（最後のフラグメントを除く）各フラグメントの長さは偶数オクテッ
トであり得る。各フラグメントの長さは、あるフラグメント化閾値（例えばＩＥＥＥ８０
２．１１中のパラメータdot 11 Fragmentation Thresholdによって指定された閾値で）を
決して超えないように制限され得る。いくつかの場合では、例えば、セキュリティカプセ
ル化が呼び出される場合、フラグメント長はカプセル化オーバーヘッドに起因してこの閾
値を超え得る。一旦フラグメントが初めて送信されると、フレームボディ内容および長さ
は、フラグメントが受信側局（ＳＴＡ）に成功裏に届けられるまで、固定され得る。
【００４９】
　[0064]デフラグメント化は、一般に、ＭＳＤＵ／ＭＭＰＤＵをその構成要素フラグメン
トから再組立てする（reassembling）工程を指す。再組立ては、一般に、フラグメント番
号（ＦＮ）サブフィールドの順にフラグメントを結合することによって実行される。最後
のフラグメントを識別するための機構が利用され得る。例えば、０に等しいモアフラグメ
ントビット（More Fragments bit）を有するフラグメントは、この特定のＭＳＤＵ／ＭＭ
ＰＤＵのための最後のフラグメントを、その順序番号（sequence number）（ＳＮ）に基
づいて示す。
【００５０】
　[0065]ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｘ（高効率ワイヤレス（ＨＥＷ）または高効率ワイヤ
レスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）としても知られる）のようなあるワイヤレ
ス通信システムでは、７５０ｋｂｐｓ以下のデータレートが提案されており（例えば、２
．５ＭＨｚでＭＣＳ０）、これは、フラグメント化の使用を示唆する。ＡＰが複数のＳＴ
Ａと通信するマルチユーザ（ＭＵ）動作では、ＡＰは、与えられた送信機会（ＴＸＯＰ）
の残りについてのＳＴＡ当たりのリソース割り当てを提供するトリガフレームを送ること
によって、リソースを割り当て得る。
【００５１】
　[0066]割り当てられたリソースを十分に使用する目的で、ＳＴＡはＭＳＤＵを、実行中
に（on-the-fly）、フラグメント化し得る。フラグメント長およびフラグメントの数は、
一旦ＳＴＡがその現在の送信のための割り当てられたリソースを知れば決定され得る。フ
ラグメント化閾値（これは、フラグメントの長さを制御する）は、与えられたＴＸＯＰを
十分に使用するようにＭＳＤＵごとに動的に変更され得る。ある実施形態では、フラグメ
ント化閾値は、同じＭＳＤＵの各フラグメントの長さを制御し得る。最初のフラグメント
は、与えられたＴＸＯＰ中の割り当てられたリソース中で送信され得る。残るｎ－１個の
フラグメントは、後続のＴＸＯＰ中での送信のために待ち行列に入れられ得る。このベー
スライン方法は、複数のフラグメントを生成し、各フラグメントは１つのＭＰＤＵ中で搬
送される。フラグメントのペイロードが小さいほど、フラグメントの数が大きい（すなわ
ち、ＰＨＹ／ＭＡＣ／セキュリティオーバーヘッドの影響が大きい）。
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【００５２】
　[0067]ＰＨＹオーバーヘッドのうちのいくらかを除去するために、フラグメントの（他
のフラグメントまたは完全なＭＰＤＵとともに）アグリゲートされるＭＰＤＵ（Ａ－ＭＰ
ＤＵ）アグリゲーションを許可することが有用であり得る。ただし、このことは、Ａ－Ｍ
ＰＤＵデリミッタおよびパディングによる多少のオーバーヘッドを加える。例として、こ
のようなフラグメントのアグリゲーションは、低データレートの割り当てを効率的に埋め
る目的で実行され得る（例えば、割り当てを効率的に埋めることは、２０００バイトのデ
ータ、すなわち１５００Ｂのフラグメント化されていないＭＳＤＵプラス別のフラグメン
ト化されたＭＳＤＵの５００Ｂのフラグメントを伴う）。別の例として、フラグメントの
Ａ－ＭＰＤＵアグリゲーションは、後続の送信機会（ＴＸＯＰ）中であるＭＳＤＵの残り
のフラグメントを効率的に送信するために行われ得る。後続のＴＸＯＰ中の再送信は、フ
ラグメントのアグリゲーションを伴い得る。一旦パケットがフラグメント化されて送信さ
れたなら、パケットは同様にして再送信されるべきであり、そうでないと、再組立て（デ
フラグメント化）は複雑になる。ある態様については、Ａ－ＭＰＤＵは、フラグメント化
されていないＭＳＤＵ、およびＭＳＤＵの多くて１つのフラグメントを含み得る（すなわ
ち、Ａ－ＭＳＤＵは、同じＭＳＤＵの１つ超のフラグメントを含むことができない）。
【００５３】
　[0068]図４は、本開示のある態様に従って、ＡＭＰＤＵ４２０中のフラグメントＭＰＤ
Ｕの例となるアグリゲーションを示す。示される例では、順序番号１および５（ＳＮ＝１
およびＳＮ＝５）を有するＭＳＤＵ４１０はフラグメント化されておらず、その一方で順
序番号２（ＳＮ＝２）を有するＭＳＤＵ４１０は、示される３つのフラグメントで、フラ
グメント番号１、２、および３（ＦＮ＝１、ＦＮ＝２、およびＦＮ＝３）でフラグメント
化される。示されるように、モアフラグメントフラグ（ＭＦ）は最初の２つのフラグメン
ト中で、さらなるフラグメントが来ることを示すために１にセットされ得、その一方でＭ
Ｆは、第３フラグメント中で０に設定されていることを示し、最後のフラグメントを示す
。
【００５４】
　[0069]そのようなフラグメントアグリゲーションは即時ブロックＡｃｋ手順の基本を変
更することなく（例えば、各ＭＳＤＵ４１０は、ブロックＡｃｋバッファの１つの位置を
占め、フラグメントＭＰＤＵは独立したバッファを占める）、かつフラグメント化／デフ
ラグメント化手順の基本を変更することなく可能であり得る。しかしながら、各々が最大
１６個のフラグメントを有する最大６４個のＭＳＤＵを確認応答することが可能な基本ブ
ロックＡｃｋフレームは、長さ１２８オクテットのビットマップフィールドを有する。最
大６４個のＭＳＤＵを確認応答するとともに８オクテットだけの長さのビットマップフィ
ールドを有する圧縮されたブロックＡｃｋが使用され得る。この種の圧縮されたブロック
Ａｃｋフレームは、普通のブロックＡｃｋフレーム（例えば、規格によって定義されてい
る）より短い一方で、フラグメント化されたＭＳＤＵまたはそのフラグメントを確認応答
しない。
【００５５】
　[0070]これに対処するために、本開示の態様は、フラグメント化されたＭＳＤＵおよび
フラグメント化されていないＭＳＤＵを確認応答できるが、基本ブロックＡｃｋフレーム
と比較して、減じられた大きさを有するブロックＡｃｋフレームを提供する。いくつかの
場合では、短縮された、または「圧縮された」ブロックＡｃｋフレームはオーバーヘッド
を減じ、また、基本ブロックＡｃｋフレームのシグナリングにおいて著しい変化無しでフ
ラグメント化されたＭＳＤＵを確認応答することができ得る。
【００５６】
　[0071]いくつかの場合では、受信側はＡ－ＭＰＤＵごとにブロックＡｃｋフレームのタ
イプを選択し得る。この選択肢に従えば、Ａ－ＭＰＤＵを受信した後に、受信側は、圧縮
されたブロックＡｃｋフレームの修正版（あるタイプの短縮されたブロックＡｃｋフレー
ム）または基本ブロックＡｃｋフレームのいずれかであるブロックＡｃｋフレームを生成
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し得る。短縮されたブロックＡｃｋフレーム（図４中で「圧縮されたブロックＡｃｋ＊」
とラベルを付される）は、圧縮されたブロックＡｃｋ（８オクテットのビットマップを有
する３２オクテット）と同じ長さを有し得る。しかしながら、短縮されたフレームのビッ
トマップ中の各ビットは、フラグメント化されていない（Ａ－）ＭＳＤＵ、および（１）
フラグメント化されたＭＳＤＵの最初のフラグメント、（２）ＭＳＤＵの全フラグメント
、または、（３）ブロックＡｃｋフレームを誘発したＡ－ＭＰＤＵ中に含まれるＭＳＤＵ
の唯一のフラグメントのうちの１つの受信状態を示し得る。代わりに基本ブロックＡｃｋ
フレームが選択される場合、このフレームは１５２オクテットの長さ、および１２８オク
テットの長さのビットマップを有する。基本フレームのビットマップ中の各ビットは、受
信ブロック確認応答ウィンドウ内の各ＭＰＤＵ（フラグメントまたは非フラグメント）の
受信状態を示す。
【００５７】
　[0072]いくつかの場合では、発信側は、部分的情報とともに短縮されたブロックＡｃｋ
フレームを受信し得る。それは、（１）所与の順序番号（ＳＮ）の最初のフラグメント以
外のフラグメントについての受信状態インジケーションがない、（２）所与のＳＮのフラ
グメントの少なくとも１つについての失敗受信状態インジケーションがある（すなわち、
このＳＮについてビットが０にセットされている）、または、（３）ブロックＡｃｋフレ
ームを誘発したＡ－ＭＰＤＵ中に含まれる唯一のフラグメントについての受信状態がない
、ときに起こり得る。発信側が部分的情報とともに短縮されたブロックＡｃｋフレームを
受信する場合、発信側はブロック確認応答要求（ＢＡＲ）フレームを送ることによって基
本ブロックＡｃｋフレームを請求するか、または失敗受信状態を有していたＭＳＤＵの全
フラグメントを再送信し得る。
【００５８】
　[0073]受信側がブロックＡｃｋフレームのタイプを選択することの１つの短所は、ある
状況において基本ブロックＡｃｋフレームがレスポンスとして生成され得ることである。
この出来事の頻度は、Ａ－ＭＰＤＵ中に含まれるフラグメントの数に依存し得る。圧縮さ
れたブロックＡｃｋフレームの修正版（３２オクテット）または基本ブロックＡｃｋフレ
ーム（１５２オクテット）のいずれかを使用するのではなく、基本ブロックＡｃｋフレー
ムとの比較で減じられた長さを有するけれども情報の内容が圧縮されたブロックＡｃｋフ
レームの修正版ほどは制限されない短縮されたブロックＡｃｋフレームについての他の選
択肢が下で記述される。
【００５９】
　[0074]図５に示されるように、いくつかの場合では、可変長ビットマップフィールド５
１０を有する短縮されたブロックＡｃｋフレーム５００が使用され得る。このビットマッ
プサイズは、例えば、フラグメントの数に依存し得、例えば、８～１２８オクテットで可
変であり得る。短縮されたブロックＡｃｋフレームは、例えば、６４個の（Ａ－）ＭＳＤ
Ｕおよび最大で短縮されたブロックＡｃｋフレーム中のブロックＡｃｋ開始シーケンス制
御（ＳＳＣ）フィールド５２０中のフラグメント番号（ＦＮ）サブフィールドのフラグメ
ントを確認応答するために使用され得る。図５は、発信側および受信側がどのＭＳＤＵ／
フラグメントが成功裏に確認応答されたかをどのように追跡または「スコア付け」し得る
かを示す。いくつかの場合では、下でより詳しく記述されるように、そのような追跡のた
めに必要なメモリオーバーヘッドを制限するためにパラメータがネゴシエートされ得る。
例えば、発信側および受信側は、同時に処理され得るフラグメント化された送信の最大数
および／またはフラグメントを捨てる（flush）（フラグメント化された送信の全てのフ
ラグメントが成功裏に受信されるとは限らない場合、成功裏に受信されたフラグメントで
あっても廃棄され得る）ために使用されるタイマ値をネゴシエートし得る。
【００６０】
　[0075]ブロックＡｃｋ　ＳＳＣフィールド中のフラグメント番号サブフィールドの値は
、ブロックＡｃｋビットマップフィールド中に含まれる順序番号（ＳＮ）ごとにフラグメ
ント番号を示し得る。ＦＮ＝０の場合、フラグメント化されていないＭＳＤＵおよびフラ
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グメント化されたＭＳＤＵの最初のフラグメントが、短縮されたブロックＡｃｋフレーム
によって確認応答され得る。他の態様については、ＦＮ＝０の場合、短縮されたブロック
Ａｃｋフレームを誘発したＡ－ＭＰＤＵに含まれる（または、短縮されたブロックＡｃｋ
フレームを誘発した２つのＡ－ＭＰＤＵの間で送信されたＡ－ＭＰＤＵに含まれる）各フ
ラグメント化されたＭＳＤＵの多くて１つのフラグメントおよびフラグメント化されてい
ないＭＳＤＵが、短縮されたブロックＡｃｋフレームによって確認応答され得る。最大６
４個のＭＳＤＵが確認応答され得る場合、これは８オクテットの長さを有するブロックＡ
ｃｋビットマップフィールドにつながる。この長さは、圧縮されたブロックＡｃｋフレー
ム中のブロックＡｃｋビットマップフィールドと同じ長さである。ＦＮ＝Ｎの場合、フラ
グメント化されていないＭＳＤＵおよびフラグメント化されたＭＳＤＵの最大Ｎ＋１個の
フラグメントが確認応答され得、８＊（Ｎ＋ｌ）オクテットのビットマップフィールド長
につながる。最悪ケース（例えば、６４個のＭＳＤＵが１６個のフラグメントを有する場
合）では、可変長ビットマップフィールドを有する「短縮された」ブロックＡｃｋフレー
ムは、基本ブロックＡｃｋフレーム（１２８オクテットのビットマップフィールド長を有
する１５２オクテット）と同じ長さであり得る。
【００６１】
　[0076]図６に示されるように、いくつかの場合では、固定の（例えば、一定長の）ビッ
トマップフィールドを有する短縮されたブロックＡｃｋフレーム６００が、フラグメント
依存のシグナリングのために使用され得る。いくつかの場合では、短縮されたブロックＡ
ｃｋフレームについてのビットマップフィールドの長さは、８オクテットであり得、また
、短縮されたブロックＡｃｋフレームの長さは、圧縮されたブロックＡｃｋフレーム（３
２オクテット）のそれと同じであり得る。
【００６２】
　[0077]図５を参照して上で記述される場合と同様に、ブロックＡｃｋ　ＳＳＣフィール
ド中のフラグメント番号サブフィールドの値は、ブロックＡｃｋビットマップフィールド
中に含まれるＳＮごとにフラグメントの数を示し得る。ＦＮ＝０の場合、フラグメント化
されていないＭＳＤＵおよびフラグメント化されたＭＳＤＵの最初のフラグメントが、短
縮されたブロックＡｃｋフレームによって確認応答され得る。他の態様については、ＦＮ
＝０の場合、短縮されたブロックＡｃｋフレームを誘発したＡ－ＭＰＤＵに含まれる（ま
たは、短縮されたブロックＡｃｋフレームを誘発した２つのＡ－ＭＰＤＵの間で送信され
たＡ－ＭＰＤＵに含まれる）各フラグメント化されたＭＳＤＵの多くて１つのフラグメン
トおよびフラグメント化されていないＭＳＤＵが、短縮されたブロックＡｃｋフレームに
よって確認応答され得る。８オクテットの長さを有するビットマップフィールドにより、
例えば、最大６４個の（Ａ－）ＭＳＤＵが確認応答され得る。ＦＮ＝Ｎの場合、フラグメ
ント化されていないＭＳＤＵおよびフラグメント化されたＭＳＤＵの最大Ｎ＋１個のフラ
グメントが確認応答され得る。
【００６３】
　[0078]しかしながら、一定長のビットマップフィールドのため、短縮されたブロックＡ
ｃｋフレームは、最大でｃｅｉｌ（Ｍ／Ｎ＋１）個の（Ａ－）ＭＳＤＵを確認応答し得る
。ここで、Ｍは、ビット単位での固定ビットマップ長である（例えば、Ｍ＝６４ビット＝
８オクテット）。換言すると、一定長のビットマップフィールドを有する各短縮されたブ
ロックＡｃｋフレームによって確認応答され得るＭＳＤＵの数は、ＦＮに応じて変わる。
いくつかの場合では、最後のＭＳＤＵのフラグメントの一部だけが確認応答され得る。
【００６４】
　[0079]いくつかの場合では、この選択肢（すなわち、Ａ－ＭＰＤＵ中の少なくとも１つ
のＭＳＤＵが１６個のフラグメントにフラグメント化されている）については、（Ｍ＝６
４の場合で）最大４個のＭＳＤＵだけが確認応答されることができる。フラグメントの数
がより小さければ、より多くのＭＳＤＵが確認応答されることができる。
【００６５】
　[0080]上での記述はブロックＡｃｋ　ＳＳＣフィールド中のフラグメント番号サブフィ
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ールド（ＦＮ）の使用を引き合いに出すが、ブロックＡｃｋフレーム自体に含まれる任意
のそのようなフィールドまたはサブフィールドが上で記述されるシグナリング（例えば、
ＢＡ制御フィールド中のトラフィック識別子情報（ＴＩＤ＿ＩＮＦＯ）サブフィールド）
を提供するために使用され得ることを当業者は認識するだろうことに留意されたい。例え
ば、短縮されたブロックＡｃｋフレームは、マルチフラグメントブロックＡｃｋフレーム
として定義され得る。
【００６６】
　[0081]下でより詳しく記述されるように、ブロックＡｃｋフレームの特定の変形体は、
例えば、ＢＡ制御フィールドのマルチＴＩＤ、圧縮されたビットマップ、およびグループ
キャストリトライ（ＧＣＲ）サブフィールドの予備の組合せを使用することによって、他
のフレームフォーマットから区別され得る。
【００６７】
　[0082]ある態様については、マルチフラグメントブロックＡｃｋフレームについてのＴ
ＩＤ＿ＩＮＦＯフィールドは、このフレームで確認応答されることができるＭＳＤＵの数
を（例えば、８または１６などの単位で）示し得、ブロックＡｃｋビットマップフィール
ドを確認応答されることができるＭＳＤＵの関数として動的に変えることを可能にする。
例えば、ＴＩＤ＿ＩＮＦＯが０であるとともにＦＮが０である場合、ビットマップフィー
ルドは、長さで１オクテットであり得、８個のＭＳＤＵおよびＭＤＳＵの最初のフラグメ
ントについての確認応答情報を搬送する。
【００６８】
　[0083]図７は、本開示のある態様に従った、短縮されたブロックＡｃｋフレームを送信
のために出力するための例となる動作７００のフロー図である。動作７００は、例えば装
置（例えば、ＡＰ１１０、ユーザ端末１２０、またはワイヤレスデバイス３０２、または
それらの中の処理システム）によって実行され得る。
【００６９】
　[0084]動作７００は、装置が複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を（例えば、
ユーザ端末１２０またはＡＰ１１０であり得る別の装置から）受信するブロック７０２で
開始する。複数のＰＤＵは、複数の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルデータユニッ
ト（ＭＰＤＵ）を備え得る。複数のＭＰＤＵは、例えば、アグリゲートされたＭＰＤＵ（
Ａ－ＭＰＤＵ）を備え得る。
【００７０】
　[0085]ブロック７０４において、装置は、ＰＤＵの各々が成功裏に受信されたかどうか
を決定する。装置はまた、ブロック７０４において、ＰＤＵの各々がフラグメント化され
ていないサービスデータユニット（ＳＤＵ）に関連付けられているかまたはフラグメント
化されたＳＤＵに関連付けられているかを決定する。ある態様については、ＰＤＵの少な
くとも１つは、複数のフラグメント化されたＳＤＵのうちの１つのフラグメント化された
ＳＤＵのフラグメントを備える。
【００７１】
　[0086]ブロック７０６では、装置は、短縮されたブロック確認応答（ブロックＡｃｋ）
フレームを送信のために出力する。短縮されたブロックＡｃｋフレームは、ブロック７０
４での決定に基づいて、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化された
ＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィールドを含む。換言すると、ビットマ
ップフィールド中のビットは、ブロック７０４での決定に従って埋められる（populated
）（例えばロジック「１」は、ＳＤＵまたはそのフラグメントが成功裏に受信されたこと
を示し得、ロジック「０」は、ＳＤＵまたはそのフラグメントが成功裏に受信されなかっ
たことを示し得る）。ある態様については、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフ
ラグメント化されたＳＤＵは、フラグメント化されていないＭＡＣサービスデータユニッ
ト（ＭＳＤＵ）およびフラグメント化されたＭＳＤＵを含む。
【００７２】
　[0087]ある態様によれば、動作７００は、装置がブロック７０６において短縮されたブ
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ロックＡｃｋフレームを送信のために出力した後にブロック確認応答要求を受信すること
をさらに含み得る。この場合、装置は、ブロック確認応答要求に応答して、基本ブロック
Ａｃｋフレームを送信のために出力し得る。基本ブロックＡｃｋフレーム中のビットマッ
プフィールドは、ブロック７０４での決定に基づいて、フラグメント化されていないＳＤ
Ｕおよびフラグメント化されたＳＤＵの各フラグメントについての受信状態を示し得る。
【００７３】
　[0088]ある態様によれば、動作７００は、装置がブロック７０６での出力の前に基本ブ
ロックＡｃｋフレームよりも短縮されたブロックＡｃｋフレームを選択することをさらに
含み得る。
【００７４】
　[0089]ある態様によれば、動作７００ｓは、装置がブロック７０２での受信の前に別の
短縮されたブロックＡｃｋフレームを送信のために出力することをさらに含む。この場合
、複数のＰＤＵはＡ－ＭＰＤＵを備え得、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラ
グメント化されたＳＤＵはフラグメント化されていないＭＳＤＵおよびフラグメント化さ
れたＭＳＤＵを含み、Ａ－ＭＰＤＵは、フラグメント化されたＭＳＤＵの各々について多
くて１つのフラグメントを含み得る。
【００７５】
　[0090]図８は、本開示のある態様に従って、フラグメント化されたサービスデータユニ
ット（ＳＤＵ）（例えばＭＳＤＵ）およびフラグメント化されていないＳＤＵを確認応答
するための短縮されたブロックＡｃｋフレームを使用するための例となる動作８００のフ
ロー図である。動作８００は、例えば装置（例えば、ＡＰ１１０、ワイヤレスデバイス３
０２、またはユーザ端末１２０、またはそれらの中の処理システム）によって実行され得
る。
【００７６】
　[0091]動作８００は、装置がブロック８０２において複数のプロトコルデータユニット
（ＰＤＵ）を送信のために出力することで開始する。ＰＤＵの各々はフラグメント化され
ていないＳＤＵまたはフラグメント化されたＳＤＵに関連付けられている。ある態様につ
いては、ＰＤＵの少なくとも１つは複数のフラグメント化されたＳＤＵのうちの１つのフ
ラグメント化されたＳＤＵの１つのフラグメントである。複数のＰＤＵは、複数の媒体ア
クセス制御（ＭＡＣ）プロトコルデータユニット（ＭＰＤＵ）を備え得る。複数のＭＰＤ
Ｕは、例えば、アグリゲートされたＭＰＤＵ（Ａ－ＭＰＤＵ）を備え得る。
【００７７】
　[0092]ブロック８０４において、装置は、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフ
ラグメント化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィールドを備える短
縮されたブロック確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームを受信する。装置は、ブロック８
０６において、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵが
成功裏に受信されたかどうかを決定するために、短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の
ビットマップフィールドを処理する。
【００７８】
　[0093]ブロックＡｃｋフレームのこの特定の変形体は、例えば、ＢＡ制御フィールドの
マルチＴＩＤ、圧縮されたビットマップ、およびグループキャストリトライ（ＧＣＲ）サ
ブフィールドの予備の（reserved）組合せを使用することによって、他のフレームフォー
マットから区別され得る。例として、図９中の表９００の第６行中の設定が、フレームが
マルチフラグメントブロックＡｃｋフレームであることを示すために使用され得る。例え
ば、マルチフラグメントブロックＡｃｋフレームは、マルチＴＩＤ、圧縮されたビットマ
ップ、ＧＣＲ値を全て１に設定することによって識別され得、また、上で記述されるＦＮ
は、例えば、ＢＡ制御フィールドのＴＩＤ＿ＩＮＦＯフィールド、またはブロックＡｃｋ
　ＳＳＣフィールドのＦＮサブフィールド中で示され得る。
【００７９】
　[0094]ある態様によれば、動作８００は、装置がブロック確認応答要求を送信のために
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出力することをさらに含み得る。この要求は、例えば、ブロック８０６でフラグメント化
されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵの少なくとも１つが成功裏に受信
されなかったことを示した処理の後に出力され得る。装置はまた、ブロック確認応答要求
に応答して基本ブロックＡｃｋフレームを受信し得る。基本ブロックＡｃｋフレーム中の
ビットマップフィールドは、フラグメント化されていないＳＤＵの各々およびフラグメン
ト化されたＳＤＵの各フラグメントについての受信状態を示し得る。
【００８０】
　[0095]ある態様によれば、ブロック８０６での（例えば、フラグメント化されたＳＤＵ
の少なくとも１つが成功裏に受信されなかったことを示した）処理の後、動作８００は、
装置が複数のフラグメント化されたＳＤＵの少なくとも１つのフラグメント化されたＳＤ
Ｕのフラグメントを再送信のために出力することをさらに含み得る。
【００８１】
　[0096]上で記されるように、短縮されたブロックＡｃｋフレーム中のビットマップフィ
ールドは、基本ブロックＡｃｋフレーム中のビットマップフィールドより短い長さを有す
る。換言すると、短縮されたブロックＡｃｋフレーム中のビットマップフィールドは、１
２８オクテット未満の長さを有し得る。
【００８２】
　[0097]図６を参照して記述されるように、短縮されたブロックＡｃｋフレーム中のビッ
トマップフィールドは固定長（例えば、８オクテット）を有する。この場合、短縮された
ブロックＡｃｋフレーム中のビットマップフィールドによって確認応答されることができ
るフラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵの数は可変であ
り得る。例えば、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵ
の数は最大でｃｅｉｌ（Ｍ／（Ｎ＋ｌ））であり得、ここで、Ｍは、ビット単位での固定
長であり、短縮されたブロックＡｃｋフレーム中のビットマップフィールドはフラグメン
ト化されたＳＤＵについての最大Ｎ＋１個のフラグメントについての受信状態を示すこと
ができる。短縮されたブロックＡｃｋフレームは開始シーケンス制御（ＳＳＣ）フィール
ドを含み得、また、ＮはＳＳＣフィールドによって示されるフラグメント番号（ＦＮ）で
あり得る。
【００８３】
　[0098]ある実施形態では、ＮおよびＭの両方は、ブロックＡｃｋフレーム自体の中でシ
グナリングされることができる。そのような実施形態では、ブロックＡｃｋビットマップ
フィールドに先行するいずれの予備フィールドもが、この目的で使用されることができる
。一例では、フラグメント番号サブフィールドはこれらの値をシグナリングするために使
用されることができる。ここで、フラグメント番号の０以上のビットは、ブロックＡｃｋ
ビットマップフィールドの長さ（これは、オクテットの倍数である値（例えば、２オクテ
ット、４オクテット、８オクテット、３２オクテットがＭの値をバイトで表現する）を取
ることができる）を示す。いくつかの場合では、フラグメント番号の残りのビットの０以
上は、Ｎの値またはＮの関数（例えば、それら残りビットは、０、２、４、８個のフラグ
メントの値を示すことができる）を表わすことができる。フラグメント番号のビットのう
ちのいずれもが、この目的で使用されることができる。例として、フラグメント番号フィ
ールドの２つのＭＳＢがブロックＡｃｋビットマップの値を示すことができ、フラグメン
ト番号の２つのＬＳＢがフラグメント番号の値を示すことができる。この例では、０に等
しい２つのＭＳＢの値は、（規格の前バージョンと後方互換性を有するように）８バイト
のブロックＡｃｋビットマップフィールドサイズを示すことができ、１に等しい値は２オ
クテットを示すことができ、２の値は３２オクテットを示すことができ、３の値は例えば
１２８オクテットを示すことができる。同様に、例えば、０に等しい２つのＬＳＢの値は
、（前で言及されるように後方互換性を有するように）フラグメントなしを示すことがで
き、その一方で、１の値は２個のフラグメントを示すことができ、２の値は４個のフラグ
メントを示すことができ、３の値は１６個のフラグメントを示すことができる。概して、
フラグメント番号サブフィールドの値のどのような組合せも、ブロックＡｃｋビットマッ
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プ長の大きさおよび／または確認応答されているフラグメントの数を示すために使用され
ることができる。
【００８４】
　[0099]図５を参照して記述されるように、短縮されたブロックＡｃｋフレーム中のビッ
トマップフィールドは可変長を有する。この場合、可変長は短縮されたブロックＡｃｋフ
レーム中のＦＮによって示され得る。短縮されたブロックＡｃｋフレームは、ＳＳＣフィ
ールドを含み得、ＦＮはＳＳＣフィールドによって示され得る。ある態様については、Ｆ
Ｎ＝０であり、短縮されたブロックＡｃｋフレーム中のビットマップフィールド中の各ビ
ットは、フラグメント化されていないＳＤＵのうちの１つまたはフラグメント化されたＳ
ＤＵのうちの１つの最初のフラグメントについての受信状態を示し得る。短縮されたブロ
ックＡｃｋフレーム中のビットマップフィールドは、例えば、８オクテットの長さを有し
得る。ある態様については、ＦＮは正の整数であり、また、短縮されたブロックＡｃｋフ
レーム中のビットマップフィールド中の各ビットは、フラグメント化されていないＳＤＵ
のうちの１つまたはフラグメント化されたＳＤＵのうちの１つの各フラグメントについて
の受信状態を示し得る。この場合、ＦＮ＝Ｎであり、短縮されたブロックＡｃｋフレーム
中のビットマップフィールドは、例えば、最大で８＊（Ｎ＋１）オクテットの長さを有し
得る。
【００８５】
　[0100]ある態様によれば、短縮されたブロックＡｃｋフレーム中のビットマップフィー
ルド中の各ビットは、フラグメント化されていないＳＤＵのうちの１つまたはフラグメン
ト化されたＳＤＵのうちの１つの最初のフラグメントについての受信状態を示し得る。他
の態様については、短縮されたブロックＡｃｋフレーム中のビットマップフィールド中の
各ビットは、フラグメント化されていないＳＤＵの１つについて、またはフラグメント化
されたＳＤＵのうちの１つの全フラグメントについてまとめて（collectively）、受信状
態を示し得る。
【００８６】
　[0101]上で記されるように、ある場合では、ブロックＡｃｋフレームの特定の変形体は
、ＢＡ制御フィールドのマルチＴＩＤ、圧縮されたビットマップ、およびグループキャス
トリトライ（ＧＣＲ）サブフィールドのような様々なフィールドの予備の組合せを使用す
ることによって他のフレームフォーマットから区別され得る。
【００８７】
　[0102]図９を参照して、例として、表９００の第６行中の設定が、フレームがマルチフ
ラグメントブロックＡｃｋフレームであることを示すために使用され得る。示されるよう
に、マルチフラグメントブロックＡｃｋフレームは、マルチＴＩＤ、圧縮されたビットマ
ップ、およびＧＣＲ値を全て１に設定することによって識別され得、また、上で記述され
るＦＮは、例えば、ＢＡ制御フィールドのＴＩＤ＿ＩＮＦＯフィールドまたはブロックＡ
ｃｋ　ＳＳＣフィールドのＦＮサブフィールド中で示され得る。
【００８８】
　[0103]図１０の例となるやり取り１０００中で示されるように、本明細書で提示される
フラグメント化のための技法は、ＡＰによって送られたトリガフレーム１０１０によって
始動されたＭＵ送信１０２０中で割り当てられたリソースを使用する効率的な方法を提供
し得る。そのようなフラグメント化は、範囲制限付きデバイスのために、圧縮されたブロ
ックＡｃｋフレーム１０３０を介して（事実上、ＵＬリンクを閉じることを介して）フィ
ードバックを提供する手段を提供し得る。いくつかの場合では、ＭＵモードで送られる場
合にフラグメントがＡ－ＭＰＤＵ中で搬送されることを可能にするブロック確認応答（ブ
ロックＡｃｋ）プロトコルも提供され得る。そのようなプロトコルは、受信側デバイスお
よび発信側デバイスの両方でのメモリ要件を（例えば、どのデータユニット／フラグメン
トが受信されたかを把握するのに必要なメモリの量を制限することによって）減じながら
、送信デバイスでのフラグメントの生成を簡略化することを支援する。いくつかの場合で
は、圧縮されたブロックＡｃｋフレーム１０１０は、Ａ－ＭＰＤＵ中で送られ、受信され
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たフラグメントを確認応答するために使用され得る（これは、強化されたＨＴ即時ブロッ
クＡｃｋプロトコルの形態と考えられ得る）。
【００８９】
　[0104]上で記されるように、ある場合では、ＳＴＡは、ＢＡセットアップの間にフラグ
メント化をネゴシエートし得る。換言すると、フラグメント化が有効とされたＢＡセッシ
ョンの間にフラグメント化関連のパラメータがやり取りされ得る。いくつかの場合では、
このネゴシエーションは関連付けの間（局がＡＰと関連付けするとき）に実行され得る。
発信側でのフラグメント生成に関して、フラグメントは受信側によって指定される様々な
制限の下でＡ－ＭＰＤＵ中で搬送され得る。これらの制限は、例えば、フラグメント化さ
れたＭＳＤＵ／ＭＭＰＤＵの併存する最大数（Ｍａｘ＃）、およびＭＳＤＵ／ＭＭＰＤＵ
ごとのフラグメントの最大数を含み得る。いくつかの場合では、ＭＳＤＵ当たりただ１つ
のフラグメントがＡ－ＭＰＤＵ中で搬送されるだろう。いくつかの場合では、フラグメン
トの長さに制限（または、依存性）はない場合がある。
【００９０】
　[0105]受信側でのフラグメント確認応答は、以下の通りであり得る。受信側は、受信タ
イマの持続時間の間、フラグメント化されたＭＳＤＵ／ＭＭＰＤＵについてのフルステー
ト（full state）情報を維持し得る。いくつかの場合では、受信タイマの終了後にフラグ
メント化されたＭＳＤＵが廃棄され得ること、いくつかのフラグメントが成功裏に受信さ
れたとしてもＭＳＤＵが成功裏に受信されていないと見なされる場合があることに留意さ
れたい。受信側は、フラグメントを含んだ誘発するＡ－ＭＰＤＵに応答して、圧縮された
ＢＡで応答し得る。圧縮されたＢＡでは、ＢＡビットマップ中の各ビットは、ＭＳＤＵの
フラグメントまたは完全なＭＳＤＵのいずれかの受信状態を示す。ある態様によれば、Ａ
－ＭＳＤＵは単一のＱｏＳデータフレーム内でフラグメント化なしで搬送され得る。
【００９１】
　[0106]ＳＴＡは、いくつかの数、例えば、少なくとも３つのＭＳＤＵまたはＭＭＰＤＵ
、の送信のフラグメントの同時受信をサポートするように構成され得る。しかしながら、
いくつかの場合、３つ超のフラグメント化されたフレームを受信するＳＴＡは、廃棄され
るフレームの数の著しい増加を経験し得る。したがって、ＳＴＡは各ＭＳＤＵ／ＭＭＰＤ
Ｕが受信されている間（例えば、３分）、受信タイマを維持するように構成され得、また
、タイマが指定された値（例えばdot 11 MaxRecieveLifetime）を超えると、フラグメン
トは廃棄され得る。
【００９２】
　[0107]上で記されるように、フラグメント化を使用するべきかどうかを決定するときに
考慮するトレードオフがあり得る。例えば、いくつかの場合では、フラグメントは、ＶＨ
ＴシングルＭＰＤＵの場合を除いて、Ａ－ＭＰＤＵ中で送られることを許可されない場合
がある。さらに、そのような例外的な場合では、フラグメントは、ＨＴ即時ブロックＡｃ
ｋセッションまたはＨＴ遅延ブロックＡｃｋセッションが構成されていないＴＩＤについ
てのみ許可され得る。フラグメント化は有益であり得、なぜなら、それが、チャネル特性
／ＯＢＳＳ活動が受信信頼性を制限するときの信頼性を上げ得、与えられたＴＸＯＰの利
用可能な持続時間を考慮して媒体効率を高め得、ＭＵ送信中の割り当てられたリソースの
効率的な使用を可能にし得るからである。しかしながら、いくつかの場合では、フラグメ
ント化は、廃棄されているＭＳＤＵの数の増加につながり得る。例えば、ただ１つのフラ
グメントが欠ける場合であっても、受信ＭＳＤＵタイマが終了するとＭＳＤＵはドロップ
され得る。これは送信機および受信機でメモリ要件が増加されることにつながり得、なぜ
なら、送信機および受信機が各フラグメントについてのペイロード内容および長さを把握
する必要があり、また、ブロックＡｃｋセッションの間のパーシャルステート（partial 
state）動作が受信機によって採用されていない場合があるからである。フラグメント化
はまた、オーバーヘッドの増加につながり得、なぜなら、各フラグメントが、それ自身の
Ａ－ＭＰＤＵ／ＭＡＣ／セキュリティヘッダーを要求し得る（例えば、１５００バイトを
１６個のフラグメントにフラグメント化することは少なくとも４５０バイトのオーバーヘ
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ッドを加える可能性がある）からである。
【００９３】
　[0108]いくつかの場合では、デバイスは、ブロック確認応答（ＢＡ）セットアップ手順
の間にフラグメント化の使用をネゴシエートし得る。そのような場合、Ａｄｄブロック確
認応答（ＡＤＤＢＡ）要求および／またはレスポンス中のＡＤＤＢＡ拡張ＩＥは、フラグ
メント化の使用を示し得る。例えば、そのような場合、発信側は、あるパラメータを示す
ためにＡＤＤＢＡ要求のＡＤＤＢＡ拡張エレメント中のフラグメント化なしフィールドを
設定し得る。
【００９４】
　[0109]図１１は、ＡＤＤＢＡ要求またはレスポンスに含まれ得るＡＤＤＢＡ拡張エレメ
ントフォーマット１１００の例を示す。示されるように、フォーマット１１００は、フラ
グメント化／フラグメント化なしフィールド１１１０を有し得る。いくつかの場合では、
このフィールドは、装置がフラグメントを送信するつもりかどうか示す値に（例えば、そ
れがフラグメントを送信するつもりであることを示すために０に、また、それがフラグメ
ントを送信するつもりでないことを示すために１に）設定され得る。
【００９５】
　[0110]いくつかの場合では、受信側（または、発信側）は、様々な他のフラグメント化
パラメータを（例えば、ネゴシエーションの一部として）さらに指定してもよい。例えば
、受信側は、（各々についてのフラグメントが同時に追跡されながら）同時にサポートさ
れることができるフラグメント化されたＭＳＤＵ（Ｆ－ＭＳＤＵ）の最大数を指定し得る
。示されるように、この値は、サポートされる併存する（concurrent）フラグメント化さ
れたＭＳＤＵ／ＭＭＰＤＵの最大数を含むフィールド１１２０中で指定され得る（例えば
、６ビットで表わされる）。このパラメータは、ＢＡビットマップ中のいくつのビットが
受信機によってフルステートで維持されるかを決定し得る。受信側はまた、その後フラグ
メントが廃棄される（例えば、フラグメント化されたＭＭＰＤＵまたはＭＳＤＵを再組立
てするさらなる試みが終了される）ことになる期間を表わす受信タイマ（例えば、レスポ
ンスのフィールド１１３０中の８ビットで表わされる）を指定し得る。このパラメータは
、所与のフラグメント化されたＭＳＤＵについてフルステートが維持される期間を制限す
ることによって、メモリオーバーヘッドの制御を支援し得る。いくつかの場合では、動的
フラグメント化フィールド（例えば、レスポンスのあるフィールド中の単一ビットで表わ
される）は、動的フラグメント化モード（例えば、ＭＳＤＵ／ＭＭＰＤＵ当たり最大２個
の動的長さフラグメントについてのサポートを示すために「０」、またはＭＳＤＵ／ＭＭ
ＰＤＵ当たり最大１６個の動的長さフラグメントについてのサポートを示すために「１」
）を示し得る。
【００９６】
　[0111]いくつかの場合では、フラグメント化と関係する様々な他のパラメータもネゴシ
エートされ得る。例として、（受信）デバイスは、Ａ－ＭＳＤＵをフラグメント化するこ
との（発信側の）許可を示し得る。例えば、ネゴシエーションの間に、受信デバイスは、
受信デバイスがフラグメント化されたＡ－ＭＳＤＵの受信をサポートするかどうかを示す
ためのビットを使用し得る。いくつかの場合では、受信デバイスはまた、ネゴシエーショ
ンの間にフラグメントの最小長を指定し得る。そのような場合では、最後のフラグメント
を除く全フラグメントは、少なくとも指定された最小長であることを要求され得る。
【００９７】
　[0112]いくつかの場合では、フラグメント化機構の比較的簡略版と考えられ得るものも
使用され得る。この場合、ピアＳＴＡは、ベースラインのフラグメント化機構を使用し得
、また、上で記述されるネゴシエーションパラメータが適用される場合、ベースラインの
ブロックＡｃｋ機構をネゴシエートし得る。
【００９８】
　[0113]いくつかの場合では、送信機は、Ａ－ＭＰＤＵ中に多くて１つのフラグメントを
アグリゲートすることを許され得る。そのような場合、受信機側では、レスポンスを請求
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する単一のＭＰＤＵを含むＡ－ＭＰＤＵの受信の際、受信デバイスは、（ＭＰＤＵがフラ
グメントを含むか完全なＭＳＤＵを含むかに関わらず）Ａｃｋフレームで応答し得る。他
方、応答を請求する１個超のＭＰＤＵを含むＡ－ＭＰＤＵの受信の際、受信デバイスはブ
ロックＡｃｋフレームで応答し得、ここで、ブロックＡｃｋフレームは、請求するＰＰＤ
Ｕに含まれるフラグメントの受信状態を示すためのインジケーションをさらに含む、圧縮
されたブロックＡｃｋフレーム、マルチＴＩＤブロックＡｃｋフレーム、マルチＳＴＡブ
ロックＡｃｋフレーム、またはＧＣＲブロックＡｃｋフレームであり得る。例えば、受信
デバイスは、成功裏に受信されるＡ－ＭＰＤＵ中に含まれるフラグメントについてのブロ
ックＡｃｋフレーム中のビットを設定し得る。現在未使用のどの予備ビットもが、この目
的で使用され得る（例えば、フラグメント番号の未使用ビットがこの目的で使用され得る
）。
【００９９】
　[0114]ある実施形態では、送信機はＡ－ＭＰＤＵに複数のフラグメントを含め得、この
場合、受信側は、本明細書での教示に従って複数のフラグメントを確認応答する制御レス
ポンスフレームで応答し得る。
【０１００】
　[0115]ブロックＡｃｋ要求（ＢＡＲ）の受信の際、受信デバイスは適切なレスポンスフ
レームで応答し得る。例えば、フラグメントが、対応するブロックＡｃｋウィンドウにわ
たって受信されていない場合、受信デバイスは圧縮されたブロックＡｃｋで応答し得る。
いくつかの場合では、ＢＡＲ自身が、それが圧縮されたブロックＡｃｋを請求することを
示し得る。いくつかの場合では、例えば、少なくとも１つのフラグメントが受信されると
（または、ＢＡＲ自身が、基本ブロックＡｃｋが請求されることを明示する場合）、受信
デバイスは基本（圧縮されていない）ブロックＡｃｋで応答し得る。
【０１０１】
　[0116]上で記されるように、フラグメントが有効にされたＢＡセッションの間、発信側
はＭＳＤＵをフラグメント化するとともにそれらをＡ－ＭＰＤＵ中で搬送し得る。受信側
は、最短のＢＡ（例えば、最短のＢＡフレームはＣ－ブロックＡｃｋフレームであり得る
）でＡ－ＭＰＤＵを確認応答して応答し得る。割り当てられたＵＬ／ＤＬリソースの効率
的な使用のために、いくつかの場合では、Ａ－ＭＰＤＵ中で１つのフラグメントで十分で
あり得る。
【０１０２】
　[0117]Ａ－ＭＰＤＵ当たり複数のフラグメントを許可する場合、トレードオフがあり得
る。例えば、Ａ－ＭＰＤＵ当たり複数のフラグメントはどのようなＭＳＤＵをもＴＩＤ当
たり任意の数のフラグメントにフラグメント化する柔軟性を提供し得るが、そうすること
は処理オーバーヘッドを高め得る。例えば、受信側および発信側の両方は、各ＭＳＤＵに
ついての受信タイマ（例えば、この間にフラグメントが全て成功裏に受信される必要があ
り、さもなければそれらは捨てられる）を維持する必要があり得る。加えて、フラグメン
トが上層レイヤに届けられずにＭＳＤＵが引き出されるまでローカルに記憶されるので、
受信側は、フラグメント化されている各ＭＳＤＵの各フラグメントについてのペイロード
を記憶する必要があり得る。このアプローチはまた、オーバーヘッドの増加だけでなく、
（例えば、１つのフラグメントだけが欠けている場合でも）受信タイマ終了に起因するＭ
ＳＤＵの廃棄の可能性を高めて、さらなるフラグメント化／デフラグメント化手順に起因
する実装形態の複雑化に帰着し得、なぜなら、各追加されるフラグメントがそれ自身のＭ
ＰＤＵデリミッタ／ＭＡＣ／セキュリティヘッダーを必要とするからである。
【０１０３】
　[0118]図１２の例となるやり取り１２００に示されるように、いくつかの場合では、発
信側は、フラグメント化がリソースの効率的な使用に帰着するであろうと決定する度に、
フラグメント化を使用することを「実行中に」決定し得る。示される例では、２つのＭＳ
ＤＵ１２１０はフラグメント化されない（データ１およびデータ２）場合があり、その一
方で、３番目のものは（例えば、Ｄｙｎ．Ｆｒａｇ．＝０の場合は最大２個のフラグメン
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トに、または、Ｄｙｎ．Ｆｒａｇ．＝１の場合は最大１６個のフラグメントに）フラグメ
ント化され得る。（Ｆｒａｇ３．０とラベルを付されたデータ３の）第１フラグメント１
２２０は、割り当てられたリソースを効率的に埋めるために使用され得る。いずれの場合
も、フラグメントのいずれについても長さ制限はない場合がある。上で記されるように、
いくつかの場合では、ＭＳＤＵ／ＭＭＰＤＵのただ１つのフラグメントがＡ－ＭＰＤＵ中
で送信され得る。
【０１０４】
　[0119]フレームのフラグメントの残りは、連続するＴＸＯＰ中での送信に向けてスケジ
ュールされ得る。受信者は、（ＵＬ割り当てのリソースを使用して）フラグメントを含む
誘発するフレームに対して、フラグメントが（ＶＨＴシングル）ＭＰＤＵ中で搬送される
場合はＡｃｋフレームで、またはフラグメントがＡ－ＭＰＤＵ中で搬送される場合は圧縮
されたブロックＡｃｋフレームで、応答し得る。ビットマップ１２４０中の各ビットは、
フラグメント化されていないＭＳＤＵまたは誘発するＡ－ＭＰＤＵ中で搬送されるＭＳＤ
Ｕのフラグメントの受信状態を確認応答し得る。示されるように、ＡＰはブロックＡｃｋ
フレーム１２３０の受信を確認応答するＡＣＫフレーム１２５０を送り得る。
【０１０５】
　[0120]この方法のフラグメント化は有益であり得、なぜなら、完全なＭＳＤＵ／ＭＭＰ
ＤＵで埋められることができないリソースを埋めるために第１フラグメントを使用して、
発信者が割り当てられたリソースを効率的に埋め得るからである。さらに、受信機は、フ
ラグメント化をサポートするために著しいメモリを必要としない場合がある（リソースの
限られた量だけがフラグメントを記憶することを要求され、同時にサポートされるフラグ
メント化された送信の数が制限され得るからである）。
【０１０６】
　[0121]いくつかの場合では、ＭＳＤＵは２つの部分にフラグメント化され得、順に届け
られ、これは受信機によって容易に処理され得る。例えば、第１フラグメントのペイロー
ドはＭＳＤＵの同じバッファ位置に記憶される。第２フラグメントの受信の際、ＭＳＤＵ
は直ちに構築され得る。一旦構築されれば、ＭＳＤＵは高次レイヤに送られ得、また、メ
モリは他のＭＳＤＵのために解放され得る。これはまた、２つのフラグメントが若干（例
えば、２以上）のＴＸＯＰ中でやり取りされることが期待されるようにフラグメント化が
低減されることに起因して廃棄されるフレームの数を減じ得る。このアプローチは、発信
側が受信タイマが終了しないことを確認することをより簡単にする。２つのフラグメント
の使用はまた、フラグメント化に起因するオーバーヘッドを減じ得、これは、一般に、フ
ラグメント（このオーバーヘッドは、２個のフラグメントで最小である）の数で増加する
。
【０１０７】
　[0122]図１３Ａおよび図１３Ｂは、本開示の態様に従って、２つのフラグメントＢＡの
やり取りでフラグメント化を使用する例となるやり取り１３００Ａおよび１３００Ｂを示
す。図１３Ａに示されるように、ＭＳＤＵ１２１０はフラグメント化されない場合があり
（データ１およびデータ２）、その一方で、データ３のためのＭＳＤＵはフラグメント化
され得る。この例では、第１フラグメント（Ｆｒａｇ３．０とラベルを付されるＤａｔａ
３の第１フラグメント）の受信が確認応答されない場合（例えば、圧縮されたＢＡフレー
ム中で否定応答される場合）、送信機は次のＴＸＯＰ中で完全な本来のＭＰＤＵ（データ
３）を送信する。いくつかの場合では、ＭＰＤＵのフラグメントだけが以前に送信されて
いたとしても、ＲＥＴＲＹビットは完全なＭＰＤＵ送信（または、再送）に向けて設定さ
れない場合がある。図１３Ｂに示されるように、（データ３のための）ＭＰＤＵ全体がＴ
ＸＯＰに完全には入らない場合、送信機はＭＰＤＵを（Ｆｒａｇ３．０´とラベルを付さ
れる再フラグメント化されたＭＰＤＵの第１フラグメントで）再フラグメント化するとと
もに２つのフラグメントの間に新しい境界を決定する（繰り返すが、ＲＥＴＲＹビットは
設定されない場合がある）ことを許され得る。
【０１０８】
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　[0123]図１４Ａおよび図１４Ｂは、本開示の態様に従って、２つのフラグメントのＢＡ
やり取りでフラグメント化を使用する別の例となるやり取り１４００Ａおよび１４００Ｂ
を示す。図１４Ａに示されるように、最初の送信の後、ＢＡは成功裏に受信されない（例
えば、それは破損され得る）。再びＤａｔａ３のためのＭＰＤＵがフラグメント化される
必要がある再送の場合、第１フラグメント（Ｆｒａｇ３．０）は、より小さいかより大き
くなるように（Ｆｒａｇ３．０´とラベルを付された、サイズ変更されたフラグメントで
）サイズ変更されることが可能であり得、これはＴＸＯＰ時間を変更することの管理を支
援し得る。他方、図１４Ｂに示されるように、ＴＸＯＰ中に十分な時間がある場合、ＭＰ
ＤＵ３は、フラグメント化される必要が全くない場合がある（そして、データ３のための
ＭＰＤＵ全体がフラグメント化されずに送られ得る）。
【０１０９】
　[0124]本明細書で提示されるように、フラグメント化が、ＭＵ動作のために、発信側と
受信側との間のＢＡネゴシエーション手順を使用して有効にされ得る。このアプローチは
、受信側が送信機にその性能をシグナリングすることおよび様々なパラメータをシグナリ
ングすること（例えば、フラグメント化に起因して廃棄されるフレーム数の最小化のため
の受信タイマ、フルステートのＢＡスコアが維持される対象のＦ－ＭＳＤＵの最大数、お
よび動的長さフラグメント化選択をシグナリングすること）を可能にし得る。このアプロ
ーチは、フラグメントが有効にされたブロックＡｃｋセッションの間にフレームを確認応
答するために現存の圧縮されたブロックＡｃｋフレームを依然使用しながら、フラグメン
トが動的長さを有することおよびＡ－ＭＰＤＵ中で搬送されることを可能にすることによ
ってフラグメント化の柔軟性を高めるのを支援し得る。
【０１１０】
　[0125]上で記述される方法の様々な動作は、対応する機能を実行できる任意の適切な手
段によって実行され得る。手段は、回路、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、またはプ
ロセッサに限定されるわけではないがそれらを含む、様々な（１つまたは複数の）ハード
ウェア、および／またはソフトウェアコンポーネント、および／または（１つまたは複数
の）モジュールを含み得る。一般に、図で示される動作があるところでは、それらの動作
は、対応する、類似番号付き相対物（counterpart）ミーンズプラスファンクションコン
ポーネントを有し得る。例えば、図７および図８に示される動作７００および８００は、
図７Ａおよび図８Ａに示される手段７００Ａおよび８００Ａにそれぞれ対応する。
【０１１１】
　[0126]例えば、送信のための手段は、図２に示されるアクセスポイント１１０の送信機
（例えば、送信機ユニット２２２）および／または（１つまたは複数の）アンテナ２２４
、図２に描写されるユーザ端末１２０の送信機（例えば、送信機ユニット２５４）および
／または（１つまたは複数の）アンテナ２５２、あるいは図３に描かれる送信機３１０お
よび／または（１つまたは複数の）アンテナ３１６を備え得る。受信のための手段は、図
２で示されるアクセスポイント１１０の受信機（例えば、受信機ユニット２２２）および
／または（１つまたは複数の）アンテナ２２４、図２に示されるユーザ端末１２０の受信
機（例えば、受信機ユニット２５４）および／または（１つまたは複数の）アンテナ２５
２、あるいは図３に描かれる受信機３１２および／または（１つまたは複数の）アンテナ
３１６を備え得る。処理するための手段、生成するための手段、出力するための手段、お
よび／または決定するための手段は、図２に示されるアクセスポイント１１０のＲＸデー
タプロセッサ２４２、ＴＸデータプロセッサ２１０、および／またはコントローラ２３０
、図２に示されるユーザ端末１２０のＲＸデータプロセッサ２７０、ＴＸデータプロセッ
サ２８８、および／またはコントローラ２８０、あるいは図３に描写されるプロセッサ３
０４ならびに／あるいはＤＳＰ３２０のような、１つまたは複数の（例えば、アルゴリズ
ムまたは動作７００および８００を実行できる）プロセッサを含み得る処理システムを備
え得る。
【０１１２】
　[0127]いくつかの場合では、パケット（または、フレーム）を実際に送信するのではな
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く、デバイスはパケットを送信のために出力するインターフェースを有し得る。例えば、
プロセッサは、送信用ＲＦフロントエンドに、バスインターフェースを介して、パケット
を出力し得る。同様に、パケット（または、フレーム）を実際に受信するのではなく、デ
バイスは別のデバイスから受信されたパケットを取得するインターフェースを有し得る。
例えば、プロセッサは、受信用ＲＦフロントエンドから、バスインターフェースを介して
、パケットを取得（または、受信）し得る。
【０１１３】
　[0128]ある態様によれば、そのような手段は、様々なアルゴリズムを（例えば、ハード
ウェア中で、またはソフトウェア命令を実行することによって）実行することによって、
対応する機能を実行するように構成された処理システムによって実装され得る。これらの
アルゴリズムは例えば、複数のＰＤＵを受信するためのアルゴリズム、ＰＤＵの各々が成
功裏に受信されたかどうか、およびＰＤＵの各々がフラグメント化されていないＳＤＵに
関連付けられているかまたはフラグメント化されたＳＤＵに関連付けられているかを決定
するためのアルゴリズム、ならびに決定に基づいてフラグメント化されていないＳＤＵお
よびフラグメント化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィールドを備
える短縮されたブロックＡｃｋフレームを送信のために出力するためのアルゴリズムを含
み得る。別の例として、これらのアルゴリズムは、各々がフラグメント化されていないＳ
ＤＵまたはフラグメント化されたＳＤＵに関連付けられている複数のＰＤＵを送信のため
に出力するためのアルゴリズム、フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント
化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブ
ロックＡｃｋフレームを受信するためのアルゴリズム、フラグメント化されていないＳＤ
Ｕおよびフラグメント化されたＳＤＵが成功裏に受信されたかどうかを決定するために短
縮されたブロックＡｃｋフレーム中のビットマップフィールドを処理するためのアルゴリ
ズムを含み得る。
【０１１４】
　[0129]本明細書で使用される場合、用語「決定すること」は多様なアクションを包含す
る。例えば、「決定すること」は、計算すること、コンピュータで計算すること、処理す
ること、導出すること、調査すること、参照すること（例えば、表、データベース、また
は別のデータ構造を参照すること）、確認することなどを含み得る。また、「決定するこ
と」は、受信すること（例えば、情報を受信すること）、アクセスすること（例えば、メ
モリ中のデータにアクセスすること）などを含み得る。さらに、「決定すること」は、解
くこと、選択すること、選ぶこと、確立することなどを含み得る。
【０１１５】
　[0130]本明細書で使用される場合、項目のリスト「のうちの少なくとも１つ」を指す句
は、単独の要素を含め、項目の任意の組合せを指す。例として、「ａ、ｂ、またはｃのう
ちの少なくとも１つ」は、ａ、ｂ、ｃ、ａ－ｂ、ａ－ｃ、ｂ－ｃ、およびａ－ｂ－ｃを、
そして複数の同じ要素の任意の組合せ（例えばａ－ａ、ａ－ａ－ａ、ａ－ａ－ｂ、ａ－ａ
－ｃ、ａ－ｂ－ｂ、ａ－ｃ－ｃ、ｂ－ｂ、ｂ－ｂ－ｂ、ｂ－ｂ－ｃ、ｃ－ｃ、およびｃ－
ｃ－ｃ、またはａ、ｂおよびｃの他の任意の順序）も、カバーすることを意図される。
【０１１６】
　[0131]本開示との関連で記述される様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および
回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマ
ブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、
ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいはそれらの本明細書で記述される機
能を実行するように設計される任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロ
セッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替では、プロセッサは任意の市販のプロセ
ッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであり得る。プロセ
ッサはまた、複数のコンピューティングデバイスの組合せ、例えば、ＤＳＰとマイクロプ
ロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに連結した１つまたは複数の
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マイクロプロセッサ、または他の任意のそのような構成、として実装され得る。
【０１１７】
　[0132]本開示との関連で記述される方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェ
アで直接、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、またはこれら２つ
の組合せで具現化され得る。ソフトウェアモジュールは、当該技術分野中で知られる任意
の形態の記憶媒体中に存在し得る。使用され得る記憶媒体のいくつかの例は、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、ＥＰＲＯ
Ｍメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブル
ディスク、ＣＤ－ＲＯＭなどを含む。ソフトウェアモジュールは、単一の命令、または多
くの命令を備え得、また、いくつかの種々のコードセグメント上で、種々のプログラム中
で、および複数の記憶媒体にわたって分散され得る。記憶媒体は、プロセッサがこの記憶
媒体から情報を読むことができるとともにこの記憶媒体に情報を書くことができるように
プロセッサに結合され得る。代替では、記憶媒体はプロセッサと一体化され得る。
【０１１８】
　[0133]本明細書で開示される方法は、記述される方法を達成するための１つまたは複数
のステップまたはアクションを備える。方法のステップおよび／またはアクションは、特
許請求項の範囲から逸脱することなく互いに交換され得る。換言すると、ステップまたは
アクションの特定の順序が指定されない限り、特定のステップおよび／またはアクション
の順序ならびに／あるいは使用は、特許請求の範囲から逸脱することなく修正され得る。
【０１１９】
　[0134]記述される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれ
らの任意の組合せで実装され得る。ハードウェア中で実装される場合、例となるハードウ
ェア構成はワイヤレスノード中の処理システムを備え得る。処理システムは、バスアーキ
テクチャとともに実装され得る。バスは、処理システムの特定の用途および全体的設計制
約に依存して、任意の数の接続バスおよびブリッジを含み得る。バスは、プロセッサ、機
械可読媒体、およびバスインターフェースを含め、様々な回路を互いにつなぎ得る。バス
インターフェースは、ネットワークアダプタを、数ある中で処理システムにバスを介して
接続するために使用され得る。ネットワークアダプタは、ＰＨＹレイヤの信号処理機能を
実装するために使用され得る。ユーザ端末１２０（図１を参照）の場合、ユーザーインタ
ーフェース（例えば、キーパッド、ディスプレイ、マウス、ジョイスティックなど）もバ
スに接続され得る。バスはまた、タイミングソース、周辺装置、電圧レギュレータ、電力
管理回路などのような様々な他の回路をつなぎ、これらは当該技術分野において周知であ
り、よって、これ以上記述されない。
【０１２０】
　[0135]プロセッサは、機械可読媒体上で記憶されるソフトウェアの実行を含め、バスお
よび一般的処理を管理することを担い得る。プロセッサは、１つまたは複数の汎用プロセ
ッサおよび／または専用プロセッサで実装され得る。例は、マイクロプロセッサ、マイク
ロコントローラ、ＤＳＰプロセッサ、およびソフトウェアを実行できる他の回路を含む。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハー
ドウェア記述言語、または別な形で称されようと、命令、データ、またはそれらの任意の
組合せを意味するように広く解釈される。機械可読媒体は、例として、ＲＡＭ（ランダム
アクセスメモリ）、フラッシュメモリ、ＲＯＭ（読み取り専用メモリ）、ＰＲＯＭ（プロ
グラマブル読み取り専用メモリ）、ＥＰＲＯＭ（消去可能プログラマブル読み取り専用メ
モリ）、ＥＥＰＲＯＭ（電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ）、レジスタ
、磁気ディスク、光ディスク、ハードドライブ、または他の適切な記憶媒体、あるいはそ
れらの任意の組合せを含み得る。機械可読媒体は、コンピュータプログラム製品中で具現
化され得る。コンピュータプログラム製品は、パッケージング材を備え得る。
【０１２１】
　[0136]ハードウェア実装形態では、機械可読媒体は、プロセッサとは別個の処理システ
ムの一部であり得る。しかしながら、当業者がただちに諒解するように、機械可読媒体、
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またはその任意の部分は処理システムの外側にあり得る。例として、機械可読媒体は、伝
送線路、データによって変調された搬送波、および／またはワイヤレスノードとは別個の
記憶された命令を有するコンピュータ可読記憶媒体を含み得、これらの全てはバスインタ
ーフェースを介してプロセッサによってアクセスされ得る。代替的または付加的に、機械
可読媒体、またはその任意の部分は、キャッシュおよび／または汎用レジスタファイルを
伴う場合のように、プロセッサへ統合され得る。
【０１２２】
　[0137]処理システムは、外部バスアーキテクチャを介して他のサポートする回路ととも
に全てつながれる、プロセッサ機能性を提供する１つまたは複数のマイクロプロセッサお
よび少なくとも機械可読媒体の一部を提供する外部メモリを有する汎用処理システムとし
て構成され得る。あるいは、処理システムは、プロセッサ、バスインターフェース、（ア
クセス端末の場合の）ユーザーインターフェース、サポートする回路、および機械可読媒
体の少なくとも一部とともに単一のチップへ統合されたＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路
）で、または１つあるいは複数のＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）、
ＰＬＤ（プログラマブルロジックデバイス）、コントローラ、ステートマシン、ゲーテッ
ドロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは他の適切な回路で、
またはこの開示の全体にわたって記述される様々な機能性を実行できる回路の任意の組合
せで、実装され得る。当業者は、特定の用途およびシステム全体に課される全体的設計制
約に依存して、処理システムについて記述される機能性を実装するのに最良な方法を認識
するだろう。
【０１２３】
　[0138]機械可読媒体は、多数のソフトウェアモジュールを備え得る。ソフトウェアモジ
ュールは、プロセッサのような装置によって実行されると、処理システムに様々な機能を
実行させる命令を含む。ソフトウェアモジュールは、送信モジュールおよび受信モジュー
ルを含み得る。各ソフトウェアモジュールは、単一の記憶装置中に存在してもよいし、複
数の記憶デバイスにわたって分散されてもよい。例として、ソフトウェアモジュールは、
トリガリングイベントが起こると、ハードドライブからＲＡＭにロードされ得る。ソフト
ウェアモジュールの実行の間、プロセッサは、アクセス速度を高めるために命令のうちの
いくつかをキャッシュにロードし得る。１つまたは複数のキャッシュラインは、次いで、
プロセッサによる実行に向けて汎用レジスタファイルにロードされ得る。ソフトウェアモ
ジュールの機能性に下で言及する際、そのような機能性が、プロセッサによってそのソフ
トウェアモジュールからの命令を実行するときに実装されることが理解されるだろう。
【０１２４】
　[0139]ソフトウェア中で実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上で１つまた
は複数の命令またはコードとして記憶または送信され得る。コンピュータ可読媒体は、コ
ンピュータ記憶媒体と、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの移動を容易
にする任意の媒体を含む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってア
クセスされることができる任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そ
のようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは
他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは
データ構造または命令の形態で所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用
されることができるとともにコンピュータによってアクセスされることができる任意の他
の媒体を備えることができる。また、任意の接続が、コンピュータ可読媒体と適切に称さ
れる。例えば、ソフトウェアがウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから、同軸
ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、ある
いは赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して送信される場合
、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、
およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ディスク（disk）
およびディスク（disc）は、本明細書で使用される場合、コンパクトディスク（disc）（
ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途
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ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）、およびＢｌｕ
－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ここで、ディスク（disk）は通常、磁気
的にデータを再生し、その一方でディスク（disc）は、レーザーを用いて光学的にデータ
を再生する。したがって、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体は、非一時的コン
ピュータ可読媒体（例えば、有形的媒体）を備え得る。加えて、他の態様については、コ
ンピュータ可読媒体は、一時的コンピュータ可読媒体（例えば、信号）を備え得る。上記
のものの組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１２５】
　[0140]したがって、ある態様は、本明細書で提示される動作を実行するためのコンピュ
ータプログラム製品を備え得る。例えば、そのようなコンピュータプログラム製品は、コ
ンピュータプログラム製品に記憶される（および／または、符号化される）命令を有する
コンピュータ可読媒体を備え得、命令は、本明細書で記述される動作を実行する１つまた
は複数のプロセッサによって実行可能である。ある態様については、コンピュータプログ
ラム製品はパッケージング材を含み得る。
【０１２６】
　[0141]さらに、本明細書で記述される方法および技法を実行するためのモジュールおよ
び／または他の適切な手段が、適用可能であれば、ユーザ端末および／または基地局によ
ってダウンロードならびに／あるいは他の方法で得られることが可能なことを諒解された
い。例えば、そのようなデバイスは、本明細書で記述される方法を実行するための手段の
転送を容易にするために、サーバに結合されることができる。代替的に、本明細書で記述
される様々な方法は、ユーザ端末および／または基地局が、デバイスに記憶手段を結合ま
たは提供すると様々な方法を取得することができるように、記憶手段（例えば、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、コンパクトディスク（ＣＤ）またはフロッピーディスクのような物理記憶媒体な
ど）を介して提供されることができる。また、本明細書で記述される方法および技法をデ
バイスに提供するための任意の他の適切な技法が利用されることができる。
【０１２７】
　[0142]請求項が上で示される構成およびコンポーネントそのものに限定されるべきでな
いことを理解されたい。様々な修正、変更、および変形が、特許請求の範囲から逸脱する
ことなく上で記述される方法および装置の配置、動作、および詳細においてなされ得る。
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【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成29年8月22日(2017.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合され、
　　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を受信することと、
　　前記ＰＤＵの各々が成功裏に受信されたかどうか、および前記ＰＤＵの各々がフラグ
メント化されていないサービスデータユニット（ＳＤＵ）を搬送するかまたはフラグメン
ト化されたＳＤＵを搬送するかを決定することと、ここにおいて、前記ＰＤＵの少なくと
も１つは、少なくとも１つのフラグメント化されたＳＤＵを備える、
　　前記決定に基づいて、任意の複数のフラグメント化されていないＳＤＵおよび前記少
なくとも１つのフラグメント化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィ
ールドを備えるブロック確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームを送信のために出力するこ
とと、ここにおいて、前記ブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、
可変長を有し、前記可変長は、前記ブロックＡｃｋフレーム中のフラグメント番号（ＦＮ
）の１つまたは複数の最上位ビットの値によって示される、
　を行うように構成されたプロセッサと、
　を備える、装置。
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【請求項２】
　前記少なくとも１つのフラグメント化されたＳＤＵは、アグリゲートされたＭＰＤＵ（
Ａ－ＭＰＤＵ）中で受信される、請求項１の装置。
【請求項３】
　前記ブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドによって確認応答される
ことができる前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵ
の数は、可変である、請求項１の装置。
【請求項４】
　前記ブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップ中の各ビットは、前記フラグメント
化されていないＳＤＵのうちの１つ、または、前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの
１つの最初のフラグメント、前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの１つの全てのフラ
グメント、または前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの１つのための唯一のフラグメ
ントのうちの少なくとも１つ、についての前記受信状態を示す、請求項１の装置。
【請求項５】
　前記ブロックＡｃｋフレームは、基本ブロックＡｃｋフレームよりも短い、請求項１の
装置。
【請求項６】
　前記プロセッサは、前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用さ
れる１つまたは複数のフラグメント化パラメータについて、前記複数のＰＤＵの送信機と
のネゴシエーションに参加するようにさらに構成される、請求項１の装置。
【請求項７】
　前記１つまたは複数のパラメータは、前記装置によってサポートされる併存するフラグ
メント化された送信の最大数、または前記装置によってサポートされる最小フラグメント
長のうちの少なくとも１つを備える、請求項６の装置。
【請求項８】
　前記プロセッサは、前記ネゴシエーションの間、フラグメント化がサポートされている
かどうかのインジケーションを提供するようにさらに構成される、請求項６の装置。
【請求項９】
　前記ネゴシエーションは、ブロックＡｃｋセットアップまたは前記送信機との関連付け
のうちの少なくとも１つの間に実行される、請求項６の装置。
【請求項１０】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合され、
　　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を送信のために出力することと、ここに
おいて、前記ＰＤＵの各々は、フラグメント化されていないサービスデータユニット（Ｓ
ＤＵ）またはフラグメント化されたＳＤＵを搬送し、前記ＰＤＵの少なくとも１つは、少
なくとも１つのフラグメント化されたＳＤＵを備える、
　任意の複数のフラグメント化されていないＳＤＵおよび前記少なくとも１つのフラグメ
ント化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィールドを備えるブロック
確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームを受信することと、ここにおいて、前記ブロックＡ
ｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、可変長を有し、前記可変長は、前記ブ
ロックＡｃｋフレーム中のフラグメント番号（ＦＮ）の１つまたは複数の最上位ビットの
値によって示される、
　前記複数のフラグメント化されていないＳＤＵおよび前記少なくとも１つのフラグメン
ト化されたＳＤＵが成功裏に受信されたかどうかを決定するために前記ブロックＡｃｋフ
レーム中の前記ビットマップフィールドを処理することと、
　を行うように構成されたプロセッサと、
　を備える、装置。
【請求項１１】
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　前記少なくとも１つのフラグメント化されたＳＤＵは、アグリゲートされたＭＰＤＵ（
Ａ－ＭＰＤＵ）中で送信される、請求項１０の装置。
【請求項１２】
　前記ブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドによって確認応答される
ことができる前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵ
の数は、可変である、請求項１０の装置。
【請求項１３】
　前記ブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップ中の各ビットは、前記フラグメント
化されていないＳＤＵのうちの１つ、または、前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの
１つの最初のフラグメント、前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの１つの全てのフラ
グメントについてまとめて、または前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの１つのため
の唯一のフラグメントのうちの少なくとも１つについて、の前記受信状態を示す、請求項
１０の装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、
　　前記ビットマップフィールドが処理された後にブロック確認応答要求を送信のために
出力することと、ここにおいて、前記ビットマップフィールドは、前記フラグメント化さ
れていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵのうちの少なくとも１つが成功裏に
受信されなかったことを示した、
　　前記ブロック確認応答要求に応答して、基本ブロックＡｃｋフレームを受信すること
と、ここにおいて、前記基本ブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは
、前記フラグメント化されていないＳＤＵの各々および前記フラグメント化されたＳＤＵ
の各フラグメントについての前記受信状態を示す、
　を行うようにさらに構成される、請求項１０の装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、
　前記ビットマップフィールドが処理された後に、前記フラグメント化されたＳＤＵのう
ちの前記少なくとも１つのフラグメントを再送信のために出力することを行うようにさら
に構成され、前記ビットマップフィールドは、前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの
少なくとも１つが成功裏に受信されなかったことを示した、請求項１０の装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用さ
れる１つまたは複数のフラグメント化パラメータについて、前記複数のＰＤＵのうちの少
なくとも１つの意図された受信側とのネゴシエーションに参加するようにさらに構成され
る、請求項１０の装置。
【請求項１７】
　前記１つまたは複数のパラメータは、前記意図された受信側によってサポートされる併
存するフラグメント化された送信の最大数、または前記意図された受信側によってサポー
トされる最小フラグメント長のうちの少なくとも１つを備える、請求項１６の装置。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、前記ネゴシエーションの間、フラグメント化がサポートされている
かどうかのインジケーションを受信するようにさらに構成される、請求項１６の装置。
【請求項１９】
　前記ネゴシエーションは、ブロックＡｃｋセットアップまたは前記送信機との関連付け
のうちの少なくとも１つの間に実行される、請求項１６の装置。
【請求項２０】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を受信することと、
　前記ＰＤＵの各々が成功裏に受信されたかどうか、および前記ＰＤＵの各々がフラグメ
ント化されていないサービスデータユニット（ＳＤＵ）を搬送するかまたはフラグメント
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化されたＳＤＵを搬送するかどうかを決定することと、ここにおいて、前記ＰＤＵの少な
くとも１つは、少なくとも１つのフラグメント化されたＳＤＵを備える、
　前記決定に基づいて、任意の複数のフラグメント化されていないＳＤＵおよび前記少な
くとも１つのフラグメント化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィー
ルドを備えるブロック確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームを送信のために出力すること
と、ここにおいて、前記ブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、可
変長を有し、前記可変長は、前記ブロックＡｃｋフレーム中のフラグメント番号（ＦＮ）
の１つまたは複数の最上位ビットの値によって示される、
　を備える、方法。
【請求項２１】
　前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用される１つまたは複数
のフラグメント化パラメータについて、前記複数のＰＤＵの送信機とのネゴシエーション
に参加することをさらに備える、請求項２０の方法。
【請求項２２】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を送信のために出力することと、ここにお
いて、前記ＰＤＵの各々は、フラグメント化されていないサービスデータユニット（ＳＤ
Ｕ）またはフラグメント化されたＳＤＵを搬送し、前記ＰＤＵの少なくとも１つは、少な
くとも１つのフラグメント化されたＳＤＵを備える、
　任意の複数のフラグメント化されていないＳＤＵおよび前記少なくとも１つのフラグメ
ント化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィールドを備えるブロック
確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームを受信することと、
　前記複数のフラグメント化されていないＳＤＵおよび前記少なくとも１つのフラグメン
ト化されたＳＤＵが成功裏に受信されたかどうかを決定するために前記ブロックＡｃｋフ
レーム中の前記ビットマップフィールドを処理することと、ここにおいて、前記ブロック
Ａｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、可変長を有し、前記可変長は、前記
ブロックＡｃｋフレーム中のフラグメント番号（ＦＮ）の１つまたは複数の最上位ビット
の値によって示される、
　を備える、方法。
【請求項２３】
　前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用される１つまたは複数
のフラグメント化パラメータについて、前記複数のＰＤＵのうちの少なくとも１つの意図
された受信側とのネゴシエーションに参加することをさらに備える、請求項２２の方法。
【請求項２４】
　前記ブロックＡｃｋフレームは、開始シーケンス制御（ＳＳＣ）フィールドを備え、
　前記ＦＮの前記値は、前記ＳＳＣフィールド中で示される、請求項１の装置。
【請求項２５】
　前記ブロックＡｃｋフレーム中の前記ＦＮの最下位ビット（ＬＳＢ）の値は、前記ブロ
ックＡｃｋフレームがフラグメント化されていないＳＤＵまたはフラグメント化されたＳ
ＤＵの受信状態を示すかどうかを示す、請求項１の装置。
【請求項２６】
　前記ＬＳＢの前記値についての０の値は、フラグメント化されていないＳＤＵを示し、
前記ＬＳＢの前記値についての０でない値は、フラグメント化されたＳＤＵを示す、請求
項２５の装置。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、フラグメント化が使用されるかどうかを決定する
ために、前記複数のＰＤＵの送信機とのネゴシエーションに参加するように構成される、
請求項１の装置。
【請求項２８】
　前記ネゴシエーションは、Ａｄｄブロック確認応答（ＡＤＤＢＡ）要求またはＡＤＤＢ
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Ａレスポンスのうちの少なくとも１つにおいてＡＤＤＢＡ拡張情報エレメント（ＩＥ）を
やり取りすることを備える、請求項２７の装置。
【請求項２９】
　各フラグメント化されたＳＤＵは４つのフラグメントを備える、請求項１の装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２７】
　[0142]請求項が上で示される構成およびコンポーネントそのものに限定されるべきでな
いことを理解されたい。様々な修正、変更、および変形が、特許請求の範囲から逸脱する
ことなく上で記述される方法および装置の配置、動作、および詳細においてなされ得る。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合され、
　　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を受信することと、
　　前記ＰＤＵの各々が成功裏に受信されたかどうか、および前記ＰＤＵの各々がフラグ
メント化されていないサービスデータユニット（ＳＤＵ）に関連付けられているかまたは
フラグメント化されたＳＤＵに関連付けられているかを決定することと、
　　前記決定に基づいて、前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化
されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロ
ック確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームを送信のために出力することと、
　を行うように構成されたプロセッサと、
　を備える、装置。
［Ｃ２］
　前記複数のＰＤＵは、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルデータユニッ
ト（ＭＰＤＵ）を備え、前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化さ
れたＳＤＵは、フラグメント化されていないＭＡＣサービスデータユニット（ＭＳＤＵ）
およびフラグメント化されたＭＳＤＵを備える、Ｃ１の装置。
［Ｃ３］
　前記複数のＭＰＤＵは、アグリゲートされたＭＰＤＵ（Ａ－ＭＰＤＵ）を備える、Ｃ２
の装置。
［Ｃ４］
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、固定長を
有する、Ｃ１の装置。
［Ｃ５］
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドによって確認
応答されることができる前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化さ
れたＳＤＵの数は、可変である、Ｃ１の装置。
［Ｃ６］
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、可変長を
有する、Ｃ１の装置。
［Ｃ７］
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップ中の各ビットは、前記フ
ラグメント化されていないＳＤＵのうちの１つ、または、前記フラグメント化されたＳＤ
Ｕのうちの１つの最初のフラグメント、前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの１つの
全てのフラグメント、または前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの１つのための唯一
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のフラグメントのうちの少なくとも１つ、についての前記受信状態を示す、Ｃ１の装置。
［Ｃ８］
　前記プロセッサは、前記短縮されたブロックＡｃｋが送信のために出力される前に、基
本ブロックＡｃｋフレームよりも前記短縮されたブロックＡｃｋフレームを選択するよう
にさらに構成される、Ｃ１の装置。
［Ｃ９］
　前記プロセッサは、前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用さ
れる１つまたは複数のフラグメント化パラメータについて、前記複数のプロトコルデータ
ユニット（ＰＤＵ）の送信機とのネゴシエーションに参加するようにさらに構成される、
Ｃ１の装置。
［Ｃ１０］
　前記１つまたは複数のパラメータは、サポートされる併存するフラグメント化された送
信の最大数、最小フラグメント長、またはＳＤＵのためのフラグメントが維持される期間
を示す受信タイマ値のうちの少なくとも１つを備える、Ｃ９の装置。
［Ｃ１１］
　前記１つまたは複数のパラメータは、フラグメント化がサポートされているかどうかの
インジケーションを備える、Ｃ９の装置。
［Ｃ１２］
　前記ネゴシエーションは、前記送信機との関連付けの間に実行される、Ｃ９の装置。
［Ｃ１３］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合され、
　　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を送信のために出力することと、ここに
おいて、前記ＰＤＵの各々は、フラグメント化されていないサービスデータユニット（Ｓ
ＤＵ）またはフラグメント化されたＳＤＵに関連付けられている、
　前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵについての
受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロック確認応答（ブロック
Ａｃｋ）フレームを受信することと、
　前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵが成功裏に
受信されたかどうかを決定するために前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビ
ットマップフィールドを処理することと、
　を行うように構成されたプロセッサと、
　を備える、装置。
［Ｃ１４］
　前記複数のＰＤＵは、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルデータユニッ
ト（ＭＰＤＵ）を備え、前記フラグメント化されていないおよびフラグメント化されたＳ
ＤＵＳは、フラグメント化されていないＭＡＣサービスデータユニット（ＭＳＤＵ）およ
びフラグメント化されたＭＳＤＵを備える、Ｃ１３の装置。
［Ｃ１５］
　前記複数のＭＰＤＵは、アグリゲートされたＭＰＤＵ（Ａ－ＭＰＤＵ）を備える、Ｃ１
４の装置。
［Ｃ１６］
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、固定長を
有する、Ｃ１３の装置。
［Ｃ１７］
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドによって確認
応答されることができる前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化さ
れたＳＤＵの数は、可変である、Ｃ１６の装置。
［Ｃ１８］
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　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、可変長を
有する、Ｃ１３の装置。
［Ｃ１９］
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップ中の各ビットは、前記フ
ラグメント化されていないＳＤＵのうちの１つ、または、前記フラグメント化されたＳＤ
Ｕのうちの１つの最初のフラグメント、前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの１つの
全てのフラグメントについてまとめて、または前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの
１つのための唯一のフラグメントのうちの少なくとも１つについて、の前記受信状態を示
す、Ｃ１３の装置。
［Ｃ２０］
　前記プロセッサは、
　　前記ビットマップフィールドが処理された後にブロック確認応答要求を送信のために
出力することと、ここにおいて、前記ビットマップフィールドは、前記フラグメント化さ
れていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵのうちの少なくとも１つが成功裏に
受信されなかったことを示した、
　　前記ブロック確認応答要求に応答して、基本ブロックＡｃｋフレームを受信すること
と、ここにおいて、前記基本ブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは
、前記フラグメント化されていないＳＤＵの各々および前記フラグメント化されたＳＤＵ
の各フラグメントについての前記受信状態を示す、
　を行うようにさらに構成される、Ｃ１３の装置。
［Ｃ２１］
　前記プロセッサは、
　前記ビットマップフィールドが処理された後に、前記フラグメント化されたＳＤＵのう
ちの前記少なくとも１つのフラグメントを再送信のために出力することを行うようにさら
に構成され、前記ビットマップフィールドは、前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの
少なくとも１つが成功裏に受信されなかったことを示した、Ｃ１３の装置。
［Ｃ２２］
　前記プロセッサは、前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用さ
れる１つまたは複数のフラグメント化パラメータについて、前記複数のプロトコルデータ
ユニット（ＰＤＵ）のうちの少なくとも１つの意図された受信側とのネゴシエーションに
参加するようにさらに構成される、Ｃ１３の装置。
［Ｃ２３］
　前記１つまたは複数のパラメータは、サポートされる併存するフラグメント化された送
信の最大数、最小フラグメント長、またはＳＤＵのためのフラグメントが維持される期間
を示す受信タイマ値のうちの少なくとも１つを備える、Ｃ２２の装置。
［Ｃ２４］
　前記１つまたは複数のパラメータは、フラグメント化がサポートされているかどうかの
インジケーションを備える、Ｃ２２の装置。
［Ｃ２５］
　前記ネゴシエーションは、前記送信機との関連付けの間に実行される、Ｃ２２の装置。
［Ｃ２６］
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を受信することと、
　前記ＰＤＵの各々が成功裏に受信されたかどうか、および前記ＰＤＵの各々がフラグメ
ント化されていないサービスデータユニット（ＳＤＵ）に関連付けられているかまたはフ
ラグメント化されたＳＤＵに関連付けられているかどうかを決定することと、
　前記決定に基づいて、前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化さ
れたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロッ
ク確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームを送信のために出力することと、
　を備える、方法。
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［Ｃ２７］
　前記複数のＰＤＵは、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルデータユニッ
ト（ＭＰＤＵ）を備え、前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化さ
れたＳＤＵは、フラグメント化されていないＭＡＣサービスデータユニット（ＭＳＤＵ）
およびフラグメント化されたＭＳＤＵを備える、Ｃ２６の方法。
［Ｃ２８］
　前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用される１つまたは複数
のフラグメント化パラメータについて、前記複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）
の送信機とのネゴシエーションに参加することをさらに備える、Ｃ２６の方法。
［Ｃ２９］
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を送信のために出力することと、ここにお
いて、前記ＰＤＵの各々は、フラグメント化されていないサービスデータユニット（ＳＤ
Ｕ）またはフラグメント化されたＳＤＵに関連付けられている、
　前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵについての
受信状態を示すビットマップフィールドを備える短縮されたブロック確認応答（ブロック
Ａｃｋ）フレームを受信することと、
　前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵが成功裏に
受信されたかどうかを決定するために前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビ
ットマップフィールドを処理することと、
　を備える、方法。
［Ｃ３０］
　前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用される１つまたは複数
のフラグメント化パラメータについて、前記複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）
のうちの少なくとも１つの意図された受信側とのネゴシエーションに参加することをさら
に備える、Ｃ２９の方法。
【手続補正書】
【提出日】平成29年8月23日(2017.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合され、
　　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を受信することと、
　　前記ＰＤＵの各々が成功裏に受信されたかどうか、および前記ＰＤＵの各々がフラグ
メント化されていないサービスデータユニット（ＳＤＵ）を搬送するかまたはフラグメン
ト化されたＳＤＵを搬送するかを決定することと、ここにおいて、前記ＰＤＵの少なくと
も１つは、少なくとも１つのフラグメント化されたＳＤＵを備える、
　　前記決定に基づいて、任意の複数のフラグメント化されていないＳＤＵおよび前記少
なくとも１つのフラグメント化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィ
ールドを備える、基本ブロック確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームよりも短い短縮され
たブロックＡｃｋフレームを送信のために出力することと、ここにおいて、前記短縮され
たブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、可変長を有し、前記可変
長は、前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中のフラグメント番号（ＦＮ）の１つまた
は複数の最上位ビットの値によって示される、
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　を行うように構成されたプロセッサと、
　を備える、装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのフラグメント化されたＳＤＵは、アグリゲートされたＭＰＤＵ（
Ａ－ＭＰＤＵ）中で受信される、請求項１の装置。
【請求項３】
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドによって確認
応答されることができる前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化さ
れたＳＤＵの数は、可変である、請求項１の装置。
【請求項４】
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップ中の各ビットは、前記フ
ラグメント化されていないＳＤＵのうちの１つ、または、前記フラグメント化されたＳＤ
Ｕのうちの１つの最初のフラグメント、前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの１つの
全てのフラグメント、または前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの１つのための唯一
のフラグメントのうちの少なくとも１つ、についての前記受信状態を示す、請求項１の装
置。
【請求項５】
　前記プロセッサは、前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用さ
れる１つまたは複数のフラグメント化パラメータについて、前記複数のＰＤＵの送信機と
のネゴシエーションに参加するようにさらに構成される、請求項１の装置。
【請求項６】
　前記１つまたは複数のパラメータは、前記装置によってサポートされる併存するフラグ
メント化された送信の最大数、または前記装置によってサポートされる最小フラグメント
長のうちの少なくとも１つを備える、請求項５の装置。
【請求項７】
　前記プロセッサは、前記ネゴシエーションの間、フラグメント化がサポートされている
かどうかのインジケーションを提供するようにさらに構成される、請求項５の装置。
【請求項８】
　前記ネゴシエーションは、ブロックＡｃｋセットアップまたは前記送信機との関連付け
のうちの少なくとも１つの間に実行される、請求項５の装置。
【請求項９】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合され、
　　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を送信のために出力することと、ここに
おいて、前記ＰＤＵの各々は、フラグメント化されていないサービスデータユニット（Ｓ
ＤＵ）またはフラグメント化されたＳＤＵを搬送し、前記ＰＤＵの少なくとも１つは、少
なくとも１つのフラグメント化されたＳＤＵを備える、
　任意の複数のフラグメント化されていないＳＤＵおよび前記少なくとも１つのフラグメ
ント化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィールドを備える、基本ブ
ロック確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームよりも短い短縮されたブロックＡｃｋフレー
ムを受信することと、ここにおいて、前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビ
ットマップフィールドは、可変長を有し、前記可変長は、前記短縮されたブロックＡｃｋ
フレーム中のフラグメント番号（ＦＮ）の１つまたは複数の最上位ビットの値によって示
される、
　前記複数のフラグメント化されていないＳＤＵおよび前記少なくとも１つのフラグメン
ト化されたＳＤＵが成功裏に受信されたかどうかを決定するために前記短縮されたブロッ
クＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドを処理することと、
　を行うように構成されたプロセッサと、
　を備える、装置。
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【請求項１０】
　前記少なくとも１つのフラグメント化されたＳＤＵは、アグリゲートされたＭＰＤＵ（
Ａ－ＭＰＤＵ）中で送信される、請求項９の装置。
【請求項１１】
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドによって確認
応答されることができる前記フラグメント化されていないＳＤＵおよびフラグメント化さ
れたＳＤＵの数は、可変である、請求項９の装置。
【請求項１２】
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップ中の各ビットは、前記フ
ラグメント化されていないＳＤＵのうちの１つ、または、前記フラグメント化されたＳＤ
Ｕのうちの１つの最初のフラグメント、前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの１つの
全てのフラグメントについてまとめて、または前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの
１つのための唯一のフラグメントのうちの少なくとも１つについて、の前記受信状態を示
す、請求項９の装置。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、
　　前記ビットマップフィールドが処理された後にブロック確認応答要求を送信のために
出力することと、ここにおいて、前記ビットマップフィールドは、前記フラグメント化さ
れていないＳＤＵおよびフラグメント化されたＳＤＵのうちの少なくとも１つが成功裏に
受信されなかったことを示した、
　　前記ブロック確認応答要求に応答して、基本ブロックＡｃｋフレームを受信すること
と、ここにおいて、前記基本ブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは
、前記フラグメント化されていないＳＤＵの各々および前記フラグメント化されたＳＤＵ
の各フラグメントについての前記受信状態を示す、
　を行うようにさらに構成される、請求項９の装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、
　前記ビットマップフィールドが処理された後に、前記フラグメント化されたＳＤＵのう
ちの前記少なくとも１つのフラグメントを再送信のために出力することを行うようにさら
に構成され、前記ビットマップフィールドは、前記フラグメント化されたＳＤＵのうちの
少なくとも１つが成功裏に受信されなかったことを示した、請求項９の装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用さ
れる１つまたは複数のフラグメント化パラメータについて、前記複数のＰＤＵのうちの少
なくとも１つの意図された受信側とのネゴシエーションに参加するようにさらに構成され
る、請求項９の装置。
【請求項１６】
　前記１つまたは複数のパラメータは、前記意図された受信側によってサポートされる併
存するフラグメント化された送信の最大数、または前記意図された受信側によってサポー
トされる最小フラグメント長のうちの少なくとも１つを備える、請求項１５の装置。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、前記ネゴシエーションの間、フラグメント化がサポートされている
かどうかのインジケーションを受信するようにさらに構成される、請求項１５の装置。
【請求項１８】
　前記ネゴシエーションは、ブロックＡｃｋセットアップまたは前記送信機との関連付け
のうちの少なくとも１つの間に実行される、請求項１５の装置。
【請求項１９】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を受信することと、
　前記ＰＤＵの各々が成功裏に受信されたかどうか、および前記ＰＤＵの各々がフラグメ
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ント化されていないサービスデータユニット（ＳＤＵ）を搬送するかまたはフラグメント
化されたＳＤＵを搬送するかどうかを決定することと、ここにおいて、前記ＰＤＵの少な
くとも１つは、少なくとも１つのフラグメント化されたＳＤＵを備える、
　前記決定に基づいて、任意の複数のフラグメント化されていないＳＤＵおよび前記少な
くとも１つのフラグメント化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィー
ルドを備える、基本ブロック確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームよりも短い短縮された
ブロックＡｃｋフレームを送信のために出力することと、ここにおいて、前記短縮された
ブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、可変長を有し、前記可変長
は、前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中のフラグメント番号（ＦＮ）の１つまたは
複数の最上位ビットの値によって示される、
　を備える、方法。
【請求項２０】
　前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用される１つまたは複数
のフラグメント化パラメータについて、前記複数のＰＤＵの送信機とのネゴシエーション
に参加することをさらに備える、請求項１９の方法。
【請求項２１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を送信のために出力することと、ここにお
いて、前記ＰＤＵの各々は、フラグメント化されていないサービスデータユニット（ＳＤ
Ｕ）またはフラグメント化されたＳＤＵを搬送し、前記ＰＤＵの少なくとも１つは、少な
くとも１つのフラグメント化されたＳＤＵを備える、
　任意の複数のフラグメント化されていないＳＤＵおよび前記少なくとも１つのフラグメ
ント化されたＳＤＵについての受信状態を示すビットマップフィールドを備える、基本ブ
ロック確認応答（ブロックＡｃｋ）フレームよりも短い短縮されたブロックＡｃｋフレー
ムを受信することと、
　前記複数のフラグメント化されていないＳＤＵおよび前記少なくとも１つのフラグメン
ト化されたＳＤＵが成功裏に受信されたかどうかを決定するために前記短縮されたブロッ
クＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドを処理することと、ここにおいて、前
記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ビットマップフィールドは、可変長を有し
、前記可変長は、前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中のフラグメント番号（ＦＮ）
の１つまたは複数の最上位ビットの値によって示される、
　を備える、方法。
【請求項２２】
　前記フラグメント化されたＳＤＵを送信または処理するのに使用される１つまたは複数
のフラグメント化パラメータについて、前記複数のＰＤＵのうちの少なくとも１つの意図
された受信側とのネゴシエーションに参加することをさらに備える、請求項２１の方法。
【請求項２３】
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレームは、開始シーケンス制御（ＳＳＣ）フィールド
を備え、
　前記ＦＮの前記値は、前記ＳＳＣフィールド中で示される、請求項１の装置。
【請求項２４】
　前記短縮されたブロックＡｃｋフレーム中の前記ＦＮの最下位ビット（ＬＳＢ）の値は
、前記短縮されたブロックＡｃｋフレームがフラグメント化されていないＳＤＵまたはフ
ラグメント化されたＳＤＵの受信状態を示すかどうかを示す、請求項１の装置。
【請求項２５】
　前記ＬＳＢの前記値についての０の値は、フラグメント化されていないＳＤＵを示し、
前記ＬＳＢの前記値についての０でない値は、フラグメント化されたＳＤＵを示す、請求
項２４の装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、フラグメント化が使用されるかどうかを決定する
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ために、前記複数のＰＤＵの送信機とのネゴシエーションに参加するように構成される、
請求項１の装置。
【請求項２７】
　前記ネゴシエーションは、Ａｄｄブロック確認応答（ＡＤＤＢＡ）要求またはＡＤＤＢ
Ａレスポンスのうちの少なくとも１つにおいてＡＤＤＢＡ拡張情報エレメント（ＩＥ）を
やり取りすることを備える、請求項２６の装置。
【請求項２８】
　各フラグメント化されたＳＤＵは４つのフラグメントを備える、請求項１の装置。
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【要約の続き】
信のために出力することと、を含む。
【選択図】　図７
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